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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植物載置器の受光部の側を貫通保持するための複数個の第１貫通孔を縦方向直線上に配
置する板状の第１載置器保持部材と、
　前記植物載置器の受液部の側を貫通保持するための複数個の第２貫通孔を縦方向直線上
に配置する板状の第２載置器保持部材と、
　前記第１載置器保持部材と前記第２載置器保持部材との離間距離を一定距離に保ちなが
ら前記第１載置器保持部材または前記第２載置器保持部材の一方を他方に対して縦方向に
相対的に移動させ、前記複数個の前記植物載置器の各々と前記第１載置器保持部材の表面
とのなす各々の角度を同時に変化させるために前記第１載置器保持部材または前記第２載
置器保持部材の少なくとも一方を遊嵌する板材ガイド部材と、を備える、
　縦型植物栽培機構。
【請求項２】
　さらに、前記第２載置器保持部材の裏面側に流路立上壁保持部材を備え、
　前記流路立上壁保持部材は、
　前記流路立上壁保持部材の壁面に沿って養液が流れる流路を形成する流路立上壁を縦方
向に複数個配し、
　前記複数個の前記流路の各々は、
　養液が流れ出す開放端を前記第２載置器保持部材に近接して配し、
　前記開放端から流れ出す養液が前記第２載置器保持部材の裏面に注ぐように、前記開放
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端からの離間距離が大きい程高い位置に配される、
　請求項１に記載の縦型植物栽培機構。
【請求項３】
　前記第２載置器保持部材は、
　前記流路の前記開放端の垂線上に配され、前記開放端から流れ出す養液を受けて前記第
２貫通孔の中心線方向に流すように傾斜する養液受部材を配する、
　請求項２に記載の縦型植物栽培機構。
【請求項４】
　前記第２載置器保持部材と前記流路立上壁保持部材との間に配され養液が伝って流れる
養液供給ロープを有する、
　請求項２または請求項３の１項に記載の縦型植物栽培機構。
【請求項５】
　前記第１載置器保持部材および前記第２載置器保持部材は、板材の厚さ方向に屈曲する
部材で形成され、
　前記第１載置器保持部材を遊嵌する第１板材ガイド部材および前記第２載置器保持部材
を遊嵌する第２板材ガイド部材を備え、
　前記第１板材ガイド部材の最下端（または最上端）の近傍には、前記第１載置器保持部
材の横幅および前記第２載置器保持部材の横幅よりも広い第１板材ガイド部材の切欠部を
有し、
　前記第２板材ガイド部材の最下端（または最上端）の近傍には、前記第２載置器保持部
材の横幅よりも広い第２板材ガイド部材の切欠部を有する、
　請求項１ないし請求４の１項に記載の縦型植物栽培機構。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５の１項に記載の縦型植物栽培機構と、
　養液を循環させるための養液循環ポンプと養液循環パイプと、
　前記植物載置器と、を備える、
　縦型植物栽培装置。
【請求項７】
　前記植物載置器は、
　前記受光部として光を受光するための開口と、
　前記受液部として養液を受けるための開口と、を筒の各々の端面に具備する、
　請求項６に記載の縦型植物栽培装置。
【請求項８】
　前記植物載置器は、
　前記受光部として光を受光するための開口を有する剛性材で形成される被保持部材と、
　前記被保持部材に固着され、前記受液部として養液を吸収する不織布と、を具備する、
　請求項６に記載の縦型植物栽培装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、縦型植物栽培機構および縦型植物栽培機構を用いる縦型植物栽培装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　世界の人口の増加は今世紀も続くことが予想されている。一方、食料となる植物（農作
物）の栽培に適する気候条件、土壌条件を満たす農耕地の面積は限られているのみならず
、近年は地球全域における異常気象の発生、地球の砂漠化が加速的に進行しており農耕地
の面積は減少する傾向を見せている。このために、農作物の供給が人口の増加に追い付か
ず深刻な食糧危機が招来することが予測される。このような食糧問題を解決するために、
気候、土壌等の自然環境に影響されることがない人工的な植物栽培に適した環境下、例え
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ば、植物栽培装置ないし植物栽培工場で農作物を安定に効率的に栽培する技術の開発に大
きな期待が寄せられている。
【０００３】
　本願の願書に記載の出願人は、養液を供給するためのパイプと植物載置器を配置するパ
イプとを有する縦型植物栽培装置に関する発明を既に出願している（特許文献１を参照）
。また、ケース部材に植物培養基材を着脱可能として、様々な植物を同時に栽培できる縦
型植物栽培装置が知られている（特許文献２を参照）。
【０００４】
　特許文献１に記載の技術によれば、縦方向に複数個の植物載置器を配し栽培植物に人工
光を照射するとともに新鮮な養液を常時供給して、小電力消費、小面積で多量の栽培植物
を気候、土壌に関係なく常時供給可能とできる。しかしながら、人工的な植物栽培装置な
いし植物栽培工場は、その設置に多額の費用が必要となるところから、同じ設備を用いて
各種の農作物を栽培できるようにすることが望まれている。特許文献２に記載の技術によ
れば、植物培養基材の形状を変え、栽培する植物に応じた良好な環境を提供できるものの
、植物培養基材の着脱に手間が掛る。また、植物培養基材は広い面積を有する２つの鍔状
段差部を有する特殊形状の植物培養基材を複数種類用意する必要もあり、同じ設備を用い
ることによる費用削減の効果を得ることは困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－２１７３４９号公報
【特許文献２】特開２０１５－２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の願書および本願の願書に記載の発明者（以下、本願発明者と称する）は、
鋭意開発を継続し、特許文献１に記載の技術をさらに発展させて上述した課題を解決する
に至った。すなわち、本発明が解決しようとする課題は、複数個の植物載置器と載置器保
持部材の表面とのなす角度を植物の種類、成長段階に応じて簡単に変更できるとともに、
載置器保持部材の外部へ養液が漏れアオコが発生することを防止できる縦型植物栽培機構
および縦型植物栽培装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の縦型植物栽培機構は、植物載置器の受光部の側を貫通保持するための複数個の
第１貫通孔を縦方向直線上に配置する板状の第１載置器保持部材と、前記植物載置器の受
液部の側を貫通保持するための複数個の第２貫通孔を縦方向直線上に配置する板状の第２
載置器保持部材と、前記第１載置器保持部材と前記第２載置器保持部材との離間距離を一
定距離に保ちながら前記第１載置器保持部材または前記第２載置器保持部材の一方を他方
に対して縦方向に相対的に移動させ、前記複数個の前記植物載置器の各々と前記第１載置
器保持部材の表面とのなす各々の角度を同時に変化させるために前記第１載置器保持部材
または前記第２載置器保持部材の少なくとも一方を遊嵌する板材ガイド部材と、を備える
。
【０００８】
　本発明の縦型植物栽培装置は、植物載置器の受光部の側を貫通保持するための複数個の
第１貫通孔を縦方向直線上に配置する板状の第１載置器保持部材と、前記植物載置器の受
液部の側を貫通保持するための複数個の第２貫通孔を縦方向直線上に配置する板状の第２
載置器保持部材と、前記第１載置器保持部材と前記第２載置器保持部材との離間距離を一
定距離に保ちながら前記第１載置器保持部材または前記第２載置器保持部材の一方を他方
に対して縦方向に相対的に移動させ、前記複数個の前記植物載置器の各々と前記第１載置
器保持部材の表面とのなす各々の角度を同時に変化させるために前記第１載置器保持部材
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または前記第２載置器保持部材の少なくとも一方を遊嵌する板材ガイド部材と、を具備す
る縦型植物栽培機と、前記養液を循環させるための養液循環ポンプと養液循環パイプと、
前記植物載置器と、を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の縦型植物栽培機構および縦型植物栽培装置によれば、複数個の植物載置器と第
１載置器保持部材の表面とのなす角度を容易に変更できるので、様々な植物、様々な成長
段階に最適な栽培環境を提供できる。また、第１載置器保持部材と植物載置器の受液部と
の間に第２載置器保持部材を配するので、養液が第１載置器保持部材の光を受光する面に
漏れることがなく、アオコが発生することもない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態の縦型植物栽培装置の正面図、側面図、平面図、平面図の拡大図、
断面図の各々を示す図である。
【図２】第１実施形態の縦型植物栽培機構から第１載置器保持部材と第２載置器保持部材
を取り外し、筐体内部の流路方向を見る図である。
【図３】第１実施形態の縦型植物栽培機構の内部から第２載置器保持部材の方向を見る第
２載置器保持部材の裏面の正面図および第２載置器保持部材の側面図である。
【図４】第１実施形態の縦型植物栽培機構の組み立て図、植物載置器を装着した図、およ
び第１載置器保持部材の表面の正面図と第２載置器保持部材の表面の正面図である。
【図５】第１実施形態の縦型植物栽培機構の第２載置器保持部材の位置を上下方向に移動
させ植物載置器の配置角度を変更するときの図である。
【図６】第１実施形態の第１実施形態の縦型植物栽培機構の第１載置器保持部材の位置を
上下方向に移動させ植物載置器の配置角度を変更するときの図である。
【図７】実施形態の縦型植物栽培装置における植物を栽培中の養液の流路の概念を表すイ
メージ図である。
【図８】第１実施形態の縦型植物栽培機構の流路の変形例を示す図である。
【図９】第１実施形態の縦型植物栽培装置に用いる植物載置器の変形例を示す図である。
【図１０】第２実施形態の縦型植物栽培装置の正面図、側面図、平面図、平面図の拡大図
、断面図の各々を示す図である。
【図１１】第２実施形態に用いる植物載置器を示す図である。
【図１２】第２実施形態の縦型植物栽培機構の平面図、内部から見る第２載置器保持部材
の裏面の正面図および第２載置器保持部材の側面図である。
【図１３】第２実施形態の縦型植物栽培機構の組み立て図、植物載置器を装着した図、お
よび第１載置器保持部材の表面の正面図と第２載置器保持部材の表面の正面図である。
【図１４】第２実施形態の縦型植物栽培機構の第２載置器保持部材の位置を上下方向に移
動させ植物載置器の配置角度を変更するときの図である。
【図１５】第２実施形態の縦型植物栽培機構の第１載置器保持部材の位置を上下方向に移
動させ植物載置器の配置角度を変更するときの図である。
【図１６】第１実施形態および第２実施形態における植物載置器の配置角度を変更して植
物を栽培する例を示す図である。
【図１７】第１実施形態および第２実施形態における植物載置器の配置角度を変更しない
で植物を栽培する比較例を示す図である。
【図１８】実施形態における養液供給ロープを追加する変形例を示す図である。
【図１９】実施形態において植物の成長後の植物載置器とともに第１載置器保持部材およ
び第２載置器保持部材をガイド部材切欠から抜き出す様子を示す図である。
【図２０】実施形態において電動機構を用いて第２載置器保持部材の位置を上下方向に移
動させて植物載置器の配置角度を変更するときの図である。
【図２１】第３実施形態の縦型植物栽培機構および縦型植物栽培装置の平面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
　発明を実施するための形態（実施形態）の縦型植物栽培機構は、植物載置器の受光部の
側を貫通保持するための複数個の第１貫通孔を縦方向直線上に配置する板状の第１載置器
保持部材と、植物載置器の受液部の側を貫通保持するための複数個の第２貫通孔を縦方向
直線上に配置する板状の第２載置器保持部材と、第１載置器保持部材と第２載置器保持部
材との離間距離を一定距離に保ちながら第１載置器保持部材または第２載置器保持部材の
一方を他方に対して縦方向に相対的に移動させ、複数個の植物載置器の各々と第１載置器
保持部材の表面とのなす各々の角度を同時に変化させるために第１載置器保持部材または
第２載置器保持部材の少なくとも一方を遊嵌する板材ガイド部材と、を備える。
【００１２】
　実施形態の縦型植物栽培装置は、植物載置器の受光部の側を貫通保持するための複数個
の第１貫通孔を縦方向直線上に配置する板状の第１載置器保持部材と、植物載置器の受液
部の側を貫通保持するための複数個の第２貫通孔を縦方向直線上に配置する板状の第２載
置器保持部材と、第１載置器保持部材と第２載置器保持部材との離間距離を一定距離に保
ちながら第１載置器保持部材または第２載置器保持部材の一方を他方に対して縦方向に相
対的に移動させ、複数個の植物載置器の各々と第１載置器保持部材の表面とのなす各々の
角度を同時に変化させるために第１載置器保持部材または第２載置器保持部材の少なくと
も一方を遊嵌する板材ガイド部材と、を備え、さらに、養液を循環させるための養液循環
ポンプと養液循環パイプと、植物載置器と、を備える。
【００１３】
　縦型植物栽培機構、縦型植物栽培装置とは、縦方向に延伸する載置器保持部材の面に対
して植物載置器を所定の角度を有して配置し植物を栽培するタイプの植物栽培機構、植物
栽培装置である。実施形態の縦型植物栽培機構、縦型植物栽培装置は植物栽培時において
は養液の自由落下を利用するので、縦方向とは、重力が作用する垂線方向（上下方向）で
ある。また、横方向とは縦方向と直交する方向であり、左右方向である。
【００１４】
　実施形態の縦型植物栽培機構は市場において独立して流通する。また、実施形態の縦型
植物栽培機構に、植物載置器と、養液を循環させるための部材である養液循環ポンプおよ
び養液循環パイプと、を付加するものが実施形態の縦型植物栽培装置であり、縦型植物栽
培装置も市場において流通する。
【００１５】
　実施形態の植物載置器の受光部とは、植物載置器の一端にあり光を受けて植物を成長さ
せる機能を有する部分であり、植物載置器の受液部とは、植物載置器の他端にあり養液を
受けて植物を成長させる機能を有する部分である。貫通保持とは板材の貫通孔に植物載置
器を貫通させて保持することをいう。貫通保持するのであるから、貫通保持される受光部
の側と、貫通保持される受液部の側とは、剛性材で一体形成される。
【００１６】
　植物載置器に照射する光は太陽からの自然光であっても光源からの人口光であってもよ
い。すなわち、本実施形態の技術特徴である、第１載置器保持部材と第２載置器保持部材
との離間距離を一定距離に保ちながら第１載置器保持部材または第２載置器保持部材の一
方を他方に対して縦方向に相対的に移動させ、複数個の植物載置器の各々と第１載置器保
持部材の表面とのなす各々の角度を同時に変化させることによる効果は、上述するいずれ
の光の下でも発揮される。
【００１７】
　遊嵌とは、遊びを有して嵌め合うことをいう。すなわち、第１載置器保持部材が板材ガ
イド部材に遊嵌されている場合には第１載置器保持部材がスライドして縦方向に移動し、
第２載置器保持部材が板材ガイド部材に遊嵌されている場合には第２載置器保持部材がス
ライドして縦方向に移動する。いずれかの一方が移動しても板材ガイド部材の作用によっ
て第１載置器保持部材と第２載置器保持部材との離間距離は一定距離（所定距離）に保た
れる。
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【００１８】
　第１載置器保持部材の表面とは第２載置器保持部材の面に対面しない面であり、光の照
射を受ける面をいう。植物載置器と第１載置器保持部材の表面とのなす角度（植物載置器
取付角度とも称する）とは、植物載置器の受光部と受液部とを結ぶ直線と第１載置器保持
部材の表面とがなす角度をいう。
【００１９】
　植物載置器と載置器保持部材の面とのなす角度を栽培する植物の種類、植物の成長段階
に応じて変更する理由について簡単に説明をする。植物の成長は、光が照射される方向と
重力の方向と養液のかかり方に影響を受ける。一般的には、植物の葉は、光合成をおこな
うために光の方向に伸びる。また、根は重力によって植物ホルモン濃度が高くなる重力方
向に伸び、養液の存在する方向に伸びる。
【００２０】
　植物の成長段階は大きく分けると、種の段階、育苗の段階、育成の段階の三段階がある
。種の段階は、種に光と養液を与え始めてから芽が出るまでであり、例えば４日間程度で
ある。育苗の段階は、芽から双葉となるまでであり、例えば１４日～１６日間程度である
。育成の段階は、双葉から葉が成長して収穫するまでであり、例えば２０日間程度である
。
【００２１】
　本願発明者は、縦型植物栽培機構、縦型植物栽培装置を用いて植物を栽培する場合にお
いて光の照射方向と重力の方向が植物の成長にどのような影響を与えるかについて、種々
の実験を繰り返した。そして、種の段階、育苗の段階、育成の段階の各段階における植物
の成長の状態を観察して以下の結論に至った。
【００２２】
　種の段階では、植物の成長に際して光が最大限に当たるようにするのが最も成長が早く
、良好な発育をする。よって、光の照射方向に種を向けるように植物載置器と第１載置器
保持部材の表面とのなす角度を設定するのが望ましい。例えば、第１載置器保持部材の表
面に直交する方向から光が照射される場合には、植物載置器と第１載置器保持部材の表面
とのなす角度が９０°（度）となるようにすることが望ましい。
【００２３】
　育苗の段階では、植物の成長に際して光の方向だけではなく重力の方向の影響を徐々に
受け始め、重力と直交する方向からの光を当て続けると葉が光の照射する方向と直交する
方向である上下方向に必要以上に広がり続ける。葉が上下方向に必要以上に広がり続ける
とその後の成長に悪影響を与えるので、これを防ぐために、育苗の段階では、植物載置器
取付角度をより小さくすることが望ましい。例えば、第１載置器保持部材の表面に直交す
る方向から光が照射される場合には、植物載置器取付角度を、９０°よりも小さい角度、
例えば６０°となるようにすることが望ましい。
【００２４】
　育成の段階では、光の方向よりも重力の方向の影響を強く受け、重力の反対方向（上方
向）に向かい植物は成長する。したがって、育苗の段階における最適な植物載置器取付角
度を維持し続けると、葉、茎は育成段階の途中から成長する方向を上方向に変化して、葉
、茎が曲がってしまい商品価値が低下してしまう。これを防ぐために、育苗の段階では、
例えば、第１載置器保持部材の表面に直交する方向から光が照射される場合には、植物載
置器取付角度を６０°よりも小さい角度、例えば３０°となるようにすることが望ましい
。
【００２５】
　重力の方向は、常に一定方向であり、縦型植物栽培機構、縦型植物栽培装置では、第１
載置器保持部材および第２載置器保持部材の板材面の貫通孔が複数個配列される方向と重
力の方向を一致させて植物栽培をおこなう。すなわち、貫通孔は上下方向に一列に配置さ
れる。上述した説明における植物載置器取付角度は、第１載置器保持部材の表面に直交す
る方向から光が照射される場合の一例であり、光の照射方向、植物の種類により異なる。
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【００２６】
　光の照射方向は、人工光の場合には光源からの光の照射方向に応じて縦型植物栽培機構
、縦型植物栽培装置に対する光照射角度は異なり、自然光（太陽光）の場合には、植物栽
培をする場所の緯度、季節、周囲の建築物からの反射、周囲の環境に応じた太陽光の遮り
によって光の照射方向が異なる。よって、種の段階では、上述したように光の照射量が最
も大きくなるように植物載置器の取付角度を設定すればよいが、育苗の段階、育成の段階
では、人工光の場合には光源からの光の照射方向に応じた最適な植物載置器取付角度を選
択することが重要である。また、自然光の場合には、植物栽培をする場所の緯度、季節、
周囲の環境に応じた最適な植物載置器取付角度を選択することが重要である。すなわち、
容易に植物載置器取付角度を変更できる縦型植物栽培機構、縦型植物栽培装置の提供が未
解決の課題となっているところ、本実施形態はこれを解決するものである。
【００２７】
　実施形態の縦型植物栽培機構、縦型植物栽培装置は、上述したように、複数個の第１貫
通孔を縦方向直線上に配置する板状の第１載置器保持部材と、植物載置器の受液部の側を
貫通保持するための複数個の第２貫通孔を縦方向直線上に配置する板状の第２載置器保持
部材と、第１載置器保持部材と第２載置器保持部材との離間距離を一定距離に保ちながら
第１載置器保持部材または第２載置器保持部材の一方を他方に対して縦方向に相対的に移
動させ、複数個の植物載置器の各々と第１載置器保持部材の表面とのなす各々の角度を同
時に変化させるために第１載置器保持部材または第２載置器保持部材の少なくとも一方を
遊嵌する板材ガイド部材とを備える。これによって、光源の種類、栽培する植物の種類、
成長段階に応じて最適な栽培環境を複数個の植物載置器の各々において提供できる。より
、具体的には、１種類の植物載置器を用いながら、種々の植物を栽培でき、植物の成長の
各段階に最適な栽培環境を提供できる。
【００２８】
　また、本実施形態によれば別の未解決な課題であるアオコの発生も解決できる。すなわ
ち、養液の縦型植物栽培装置の外部への流出が第２載置器保持部材で妨げられるので、光
合成が活発に行われる第１載置器保持部材の外面に漏れ出した養液を養分とするアオコの
発生もなく衛生的である。また、第１載置器保持部材の外面に流出した養液が再利用でき
なくなる無駄がない。
【００２９】
　以下、図面を参照して、実施形態の縦型植物栽培機構、縦型植物栽培装置について具体
的に説明をする。
【００３０】
　「第１実施形態」
図１、図２、図３、図４、図５、図６、図７（Ａ）を参照して、第１実施形態の縦型植物
栽培機構、縦型植物栽培装置について説明をする。図１ないし図６は、いずれも、植物を
植物載置器で栽培していない状態の図である。なお、図７（Ａ）は植物と流路との関係を
分かり易く説明するために、実際には他の構成物の陰になり目視できない部材も描いてい
るイメージ図である。
【００３１】
　図１は縦型植物栽培装置を示す図である。図１（Ａ）は各部材の配置を光の照射方向か
ら見る正面図、図１（Ｂ）は横方向から見る側面図、図１（Ｃ）は上方向から見る平面図
である。図１（Ｄ）は図１（Ｃ）の拡大図である。図１（Ｄ）は貫通保持された状態を分
かり易く図示するために、植物載置器２０の全体が見えるように書かれている。図１（Ｅ
）は図１（Ｃ）のイ-イ断面図である。図１は、各構成部の特徴を表すための模式図であ
り、各構成部の相対的な寸法、距離等は実際の構成部のそれとは必ずしも一致してはいな
い。
【００３２】
　上述したように、下方向とは重力が働く方向であり、上方向とは下方向の逆方向であり
、横方向とは上下方向と直交する左右方向である。図１（Ａ）、図１（Ｂ）、図１（Ｅ）
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に示す各図の紙面の上側方向が上方向に対応し、各図の紙面の下側方向が下方向に対応し
、各図の紙面の右側方向と左側方向が横方向に対応する。
【００３３】
　縦型植物栽培装置は、光源１０と、複数個の植物載置器２０と、第１載置器保持部材３
１と、第２載置器保持部材３２と、筐体としても機能する複数個の流路立上壁３３を配す
る流路立上壁保持部材３４と、養液を循環させるための養液循環ポンプ３５と養液循環パ
イプ３６と、養液受皿４２とを備える。
【００３４】
　養液循環ポンプ３５と養液循環パイプ３６とを有する養液循環系統は、栽培する植物の
成長に必要な養分を溶かした養液を縦型植物栽培装置の最上部まで持ち上げる。そして、
養液循環パイプ３６からの養液を各方向に噴射して（図１（Ｄ）を参照）、流路立上壁保
持部材３４の内面および第２載置器保持部材３２の裏面に沿って養液を流す。そして、植
物載置器２０の内部の図１には図示しない植物に養液を与えた後、余分な養液を養液受皿
４２に流し込む。養液受皿４２に流れ込んだ養液は、養液循環ポンプ３５の入り口から流
入して、養液循環パイプ３６に送出され再循環をする。養液の量、養液の濃度、養液に含
まれる肥料の成分の割合を検出して、養液の量が少ない場合には養液を補給し、養液の濃
度が低い場合、高い場合には適正な濃度にし、各種肥料成分の混合比が適正になるように
して再循環させる。
【００３５】
　光源１０は、縦方向に延伸して光を出射する。光源１０として市販されている最大長の
長さ２．４ｍ（メーター）、消費電力は８６Ｗ（ワット）の棒状の蛍光灯を用いている。
人工光の光源はこれに限られるものではない。スポットライト、ＬＥＤでもよい。複数個
の植物載置器２０の各々は、栽培植物が光を受けるための受光部２１と養液を受けるため
の受液部２２とを有して筒状とされている。受光部の直径が受液部の直径よりも大きく、
受光部に鍔を有している。受光部２１の直径は４．１ｃｍ（センチメータ）、受液部２２
の直径は２．２ｃｍであるが、この形状、サイズに限定されるものではない。筒の内部に
栽培植物を載置する。縦方向に配列する複数個の植物載置器２０の個数は、９個としたが
、これに限られるものではなく、栽培する植物の大きさ、植物相互間の間隔に応じて適宜
に選択できる。
【００３６】
　縦型植物栽培装置は、光源１０に対面する位置に配される複数個の植物載置器２０の各
々を貫通させて縦方向に並べて保持するために、縦方向に配される複数個の第１貫通孔３
１１を有する板状の第１載置器保持部材３１（図４（Ｅ）を参照）、および、第１載置器
保持部材３１と所定距離Ｌ１を離して平行に配され縦方向に配される第２貫通孔３２１を
有する板状の第２載置器保持部材３２と、を備える（図４（Ｆ）を参照）。
【００３７】
　板材ガイド部材３７ａ（図６を参照）、板材ガイド部材３７ｂ（図６を参照）、板材ガ
イド部材３７ｃ（図５を参照）、板材ガイド部材３７ｄ（図５を参照）は、所定距離（第
１所定距離）Ｌ１（図４（Ｃ）を参照）を保ちながら第１載置器保持部材３１と第２載置
器保持部材３２との縦方向の相対位置を変化させるための部材である。すなわち、板材ガ
イド部材３７ａと板材ガイド部材３７ｂとに第１載置器保持部材３１が遊嵌（遊びをもっ
て嵌め合う）し、板材ガイド部材３７ｃと板材ガイド部材３７ｄとに第２載置器保持部材
３２が遊嵌しているので、第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２との各々は
縦方向にスライド可能である。板材ガイド部材３７ａと板材ガイド部材３７ｂと板材ガイ
ド部材３７ｃと板材ガイド部材３７ｄとの各々は、第１載置器保持部材３１および第２載
置器保持部材３２に平行するように配置されている。第１実施形態では、板材ガイド部材
３７ａ、板材ガイド部材３７ｂ、板材ガイド部材３７ｃ、板材ガイド部材３７ｄは、複数
個の流路立上壁３３を配する流路立上壁保持部材３４に配されている。
【００３８】
　流路立上壁保持部材３４は、筐体としても機能する。流路立上壁保持部材３４は、平面
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図（図１（Ｃ））に示すように凸形状である。流路立上壁保持部材３４の最も凸なる点（
図２（Ａ）の点Ｐ１）と第２載置器保持部材３２との離間距離は所定距離（第２所定距離
）Ｌ２（図４（Ｃ）を参照）に保たれる。
【００３９】
　板材ガイド部材３７ａと板材ガイド部材３７ｂとの間に第１載置器保持部材３１を配し
て、第１載置器保持部材３１の縦方向の位置を変化できる。板材ガイド部材３７ａと板材
ガイド部材３７ｂとの各々は縦方向に連続して直線上に延伸するものでもよく、縦方向に
延びる直線上に複数個の板材ガイド部材のブロックを配するものでもよい。板材ガイド部
材３７ａと板材ガイド部材３７ｂとの間の隙間の量が大きいほど第１載置器保持部材３１
は抵抗を受けることなく板材ガイド部材３７ａと板材ガイド部材３７ｂとの間で縦方向に
移動可能となるが、隙間で第１載置器保持部材３１が傾きガタが生じる。よって、第１載
置器保持部材３１の厚さを考慮して滑らかに第１載置器保持部材３１が上下に移動するに
適切なる板材ガイド部材３７ａと板材ガイド部材３７ｂとの間の距離が設定される。
【００４０】
　板材ガイド部材３７ｃと板材ガイド部材３７ｄとの間に第２載置器保持部材３２を配し
て、第２載置器保持部材３２の縦方向の位置を定める。板材ガイド部材３７ｃと板材ガイ
ド部材３７ｄとの各々は縦方向に連続して直線上に延伸するものでもよく、縦方向に延び
る直線上に複数個の板材ガイド部材のブロックを配するものでもよい。板材ガイド部材３
７ｃと板材ガイド部材３７ｄとの間の隙間の量が大きいほど第２載置器保持部材３２は抵
抗を受けることなく板材ガイド部材３７ｃと板材ガイド部材３７ｄとの間で縦方向に移動
可能となるが、隙間で第２載置器保持部材３２が傾きガタが生じる。よって、第２載置器
保持部材３２の厚さを考慮して滑らかに第２載置器保持部材３２が上下に移動するに適切
なる板材ガイド部材３７ｃと板材ガイド部材３７ｄとの間の距離が設定される。
【００４１】
　第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２との縦方向の相対位置を変化させる
ためには、第１載置器保持部材３１または第２載置器保持部材３２のいずれか一方を縦方
向に移動させればよい。よって、板材ガイド部材３７ａおよび板材ガイド部材３７ｂ、ま
たは、板材ガイド部材３７ｃおよび板材ガイド部材３７ｄのいずれか一方の一組のガイド
部材のみを用いれば、第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２との縦方向の相
対位置を変化させることができる。すなわち、第１載置器保持部材３１または第２載置器
保持部材３２のいずれか一方を筐体に固着したとしても第１載置器保持部材３１と第２載
置器保持部材３２との縦方向の相対位置を変化させることができる。
【００４２】
　第１実施形態では、上述したように、流路立上壁保持部材３４は筐体としても機能し、
板材ガイド部材３７ａ、板材ガイド部材３７ｂ、板材ガイド部材３７ｃ、板材ガイド部材
３７ｄを固着する部材としても機能する。しかしながら、ガイド部材は、所定距離を保ち
ながら第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２との縦方向の相対位置を変化さ
せるための部材であるので、この目的を達するための板材ガイド部材の構成はこれに限ら
れるものではなく、たとえば、基台４０に板材ガイド部材３７ａ、板材ガイド部材３７ｂ
、板材ガイド部材３７ｃ、板材ガイド部材３７ｄを固着し、基台４０に流路立上壁保持部
材を固着するようにしてもよい。
【００４３】
　図２は、第１実施形態の縦型植物栽培機構から第１載置器保持部材と第２載置器保持部
材を取り外し、流路立上壁保持部材３４の内部に配される流路を見る図である。図２（Ａ
）は流路を上方向から見る図であり、図２（Ｂ）は流路を図２（Ａ）のロ方向から見る図
であり、図２（Ｃ）は流路の図２（Ａ）のハーハ断面図（筐体の最も凸なる点Ｐ１の断面
図）である。
【００４４】
　図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）に示すように、複数個の流路立上壁３３と流路立
上壁保持部材３４とは、一体成型される。流路立上壁３３と流路立上壁保持部材３４とで
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囲まれた部分が流路として機能する。流路立上壁３３は第２載置器保持部材３２の裏面（
流路立上壁保持部材３４に対面する面）に養液を分配するために縦方向に複数個配置され
る。
【００４５】
　図２（Ｂ）に示すように、複数個の流路の各々は、養液が流れ出す開放端Ｐ２，開放端
Ｐ３を前記第２載置器保持部材３２に近接して配している。また、養液が第２載置器保持
部材３２の裏面に注ぐように、流路は開放端Ｐ２，開放端Ｐ３からの離間距離が大きい程
高い位置に配される。縦方向の最も高い位置は点Ｐ１である。点Ｐ１は分水嶺であり、点
Ｐ１から開放端Ｐ２方向および点Ｐ１から開放端Ｐ３方向に養液は流れる。そして、開放
端Ｐ２、開放端Ｐ３から流れ出す養液は、第２載置器保持部材３２の裏面に沿って流され
る。
【００４６】
　図２（Ｃ）は、流路立上壁保持部材３４と流路立上壁３３とが一体形成されている様を
示す図である。
【００４７】
　図３（Ａ）は、第１実施形態の縦型植物栽培機構を上方から見る平面図であり、図３（
Ｂ）は、縦型植物栽培機構の内部から、図３（Ａ）に示す二の方向を見る第２載置器保持
部材３２の裏面の正面図であり、図３（Ｃ）は、第２載置器保持部材３２の側面図である
。
【００４８】
　図３（Ａ）に示すように、第１載置器保持部材３１、第２載置器保持部材３２、流路立
上壁保持部材３４の順に配置されている各部材が縦型植物栽培機構の主要部材である。筐
体としても機能する流路立上壁保持部材３４、第２載置器保持部材３２で囲まれた閉空間
において、養液循環パイプ３６から養液は四方八方に噴射される（図１（Ｄ）、図１（Ｅ
）を参照）。また、板材ガイド部材３７ｄが連続して縦方向に延伸している場合には、板
材ガイド部材３７ｄも閉空間を構成する部材となる。
【００４９】
　板材ガイド部材３７ｄが連続して縦方向に延伸している場合には、養液は、板材ガイド
部材３７ｄ、第２載置器保持部材３２で遮断され、第２載置器保持部材３２の裏面側から
表面側に流れるのは困難である。板材ガイド部材３７ｄが連続して縦方向に延伸していな
い場合でも、養液は、第２載置器保持部材３２で遮断され、第２載置器保持部材３２の裏
面側から表面側に流れるのは困難である。よって、養液が第１載置器保持部材３１には到
達することは殆どない。
【００５０】
　また、板材ガイド部材３７ｄ、第２載置器保持部材３２で遮断されず、第２載置器保持
部材３２の表面まで廻り込む養液が存在したとしても、板材ガイド部材３７ｃ、板材ガイ
ド部材３７ｂが縦方向に延伸している場合には、養液は、板材ガイド部材３７ｃ、板材ガ
イド部材３７ｂ、第１載置器保持部材３１で遮断され第１載置器保持部材３１の裏面まで
は到達しない。よって、当然ながら養液は第１載置器保持部材３１の表面には到達しない
。板材ガイド部材３７ｃ、板材ガイド部材３７ｂが縦方向に延伸していない場合において
、養液が第１載置器保持部材３１の裏面まで到達したとしても第１載置器保持部材３１で
遮断され第１載置器保持部材３１の表面までは到達しない。
【００５１】
　さらに、図３には図示しない植物載置器が第１載置器保持部材３１と第１載置器保持部
材３２とで貫通保持されている場合（図１（Ｅ）を参照）には、養液が第１載置器保持部
材３２の裏面から植物載置器２０の外面を伝わり第１載置器保持部材３１の表面にまで沁
みだす経路も理論上は存在し得る。しかしながら、通常の使用状態においては、植物載置
器２０と第１載置器保持部材３１の表面および第２載置器保持部材３２の面とのなす角度
（植物載置器取付角度）は９０°以下（図５、図６のθ１～θ６を参照）であり植物載置
器２０を伝って養液が第１載置器保持部材３１の外面に流れ出すことはない。さらに、受
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光部２１の直径の方が、受液部２２の直径よりも大きいので、仮に植物載置器取付角度が
９０°であったとしても、養液が、第２載置器保持部材３２および第１載置器保持部材３
１と植物載置器２０隙間をすり抜けて受液部２２から受光部２１の方向に上方に遡って第
１載置器保持部材３１の表面に流れ出すことはない。
【００５２】
　図３（Ｂ）に示すように、第２載置器保持部材３２の裏面には、養液を第２貫通孔３２
１の中心線方向に流すように傾斜する養液受部材３２２を複数個配している。養液受部材
３２２の板面は、流路の開放端Ｐ２，開放端Ｐ３の垂線上に配され、養液受部材３２２の
下方端が第２貫通孔３２１の中心線方向により近づくように傾斜しており（図３（Ｂ）を
参照）、開放端Ｐ２、開放端Ｐ３の各々から流れ出す養液を第２貫通孔３２１の中心線方
向に流す。また、上述したように養液受部材３２２の下方端が複数の第２貫通孔３２１の
中心線方向により近づくように傾斜させるとともに、養液受部材３２２の第２載置器保持
部材３２の裏面に当接する側と反対側の端部を第２貫通孔３２１の中心線方向により近づ
くように傾斜させて、養液を第２載置器保持部材３２の裏面に沿って流すようにして、養
液を植物に十分に供給することができる。
【００５３】
　また、図示はしないが、養液受部材３２２の第２載置器保持部材３２の裏面に当接する
側と反対側の端部に立上壁を配して、開放端から養液受部材３２２に垂れる養液が養液受
部材３２２を流れる途中で落下することなく、すべて第２貫通孔３２１の中心線方向に流
れるようにしてもよい。
【００５４】
　図３（Ｃ）は、第２載置器保持部材３２の側面図であり、養液を第２貫通孔３２１の中
心線方向に流すように傾斜する養液受部材３２２を示す図である。
【００５５】
　上述したように、流路の開放端Ｐ２，開放端Ｐ３から流れ出した養液が第２載置器保持
部材３２の裏面に沿って流れるように、開放端Ｐ２，開放端Ｐ３は配置されているので、
必ずしも、養液受部材３２２がなくてもよい。しかしながら、第２載置器保持部材３２の
裏面が垂線に対して傾いた場合には、養液は第２載置器保持部材３２の裏面に沿って流れ
ず、植物に供給されることなく直接に養液受皿４２に落下する場合もあり得る。このよう
な場合においても上述したように養液受部材３２２を配すれば、養液受部材３２２の広い
板面は養液を受け止め、養液が第２載置器保持部材３２の裏面に沿って流れる。さらに上
述したように、養液受部材３２２の第２載置器保持部材３２の裏面に当接する側と反対側
の端部を第２貫通孔３２１の中心線方向により近づくように傾斜させるか、養液受部材３
２２の第２載置器保持部材３２の裏面に当接する側と反対側の端部に立上壁を配すれば、
養液は、確実に第２載置器保持部材３２の裏面を流れ植物の根に供給されるとともに、植
物載置器２０の外面から内面に流れ込み植物に供給される。
【００５６】
　図４（Ａ）、図４（Ｂ）、図４（Ｃ）は、第１実施形態の縦型植物栽培機構の組み立て
図である。図４（Ｄ）は、植物載置器を装着した図である。図４（Ｅ）は第１載置器保持
部材３１の表面の正面図である。図４（Ｆ）は第２載置器保持部材３２の表面の正面図で
ある。
【００５７】
　図４（Ａ）は流路立上壁保持部材３４を示す図である。流路立上壁保持部材３４は、例
えば、型を用いて形成される。流路立上壁保持部材３４の材質は、例えば、汎用プラスチ
ック、エンジニアリングプラスチック等の樹脂、ステンレス、アルミニューム等の金属が
用いられる。流路立上壁保持部材３４は、その構成部材として、板材ガイド部材３７ａ、
板材ガイド部材３７ｂ、板材ガイド部材３７ｃ、板材ガイド部材３７ｄ、流路立上壁３３
を有して、一体成型されるものである。
【００５８】
　図４（Ｂ）は流路立上壁保持部材３４の板材ガイド部材３７ｃ、板材ガイド部材３７ｄ



(12) JP 6458753 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

の隙間に第２載置器保持部材３２を挿入した状態を示す図である。
【００５９】
　図４（Ｃ）は流路立上壁保持部材３４の板材ガイド部材３７ａ、板材ガイド部材３７ｂ
の隙間に第１載置器保持部材３１を挿入し、板材ガイド部材３７ｃ、板材ガイド部材３７
ｄの隙間に第２載置器保持部材３２を挿入した状態を示す図である。
【００６０】
　図４（Ｄ）は第１載置器保持部材３１の第１貫通孔３１１と第２載置器保持部材３２の
第２貫通孔３２１とに植物載置器２０を挿入し貫通保持した状態を示す図である。図４（
Ｄ）は貫通保持された状態を分かり易く図示するために、植物載置器２０の全体が見える
ように書かれている。
【００６１】
　図４（Ｅ）は、図４（Ｃ）のホ方向から見る第１載置器保持部材３１の表面の正面図で
ある。紙面の都合で、第１貫通孔３１１の一部のみが図示されている。図４（Ｆ）は、第
２載置器保持部材３２の表面の正面図である。紙面の都合で、第２貫通孔３２１の一部の
みが図示されている。第１貫通孔３１１と第２貫通孔３２１とによって、植物載置器２０
が保持される。
【００６２】
　図４（Ｃ）は、第１実施形態の縦型植物栽培機構１の平面図を示すものでもある。すな
わち、第１実施形態の縦型植物栽培機構１は、植物載置器２０の受光部２１の側を貫通保
持するための複数個の第１貫通孔３１１を縦方向直線上に配置する板状の第１載置器保持
部材３１と、植物載置器２０の受液部２２の側を貫通保持するための複数個の第２貫通孔
３２１を縦方向直線上に配置する板状の第２載置器保持部材３２と、第１載置器保持部材
３１と第２載置器保持部材３２との離間距離を一定距離に保ちながら第１載置器保持部材
３１または第２載置器保持部材３２の一方を他方に対して縦方向に相対的に移動させ、複
数個の植物載置器２０の各々と第１載置器保持部材３１の表面とのなす各々の角度を同時
に変化させるために第１載置器保持部材３１または第２載置器保持部材３２の少なくとも
一方を遊嵌する板材ガイド部材３７ａおよび板材ガイド部材３７ｂまたは板材ガイド部材
３７ｃおよび板材ガイド部材３７ｄと、を備える。
【００６３】
　さらに、第１実施形態の縦型植物栽培機構１は、第２載置器保持部材３２の裏面側に流
路立上壁保持部材３４を備えるようにしてもよい。流路立上壁保持部材３４は、養液が流
れる流路を形成する流路立上壁３３を縦方向に複数個配する。複数個の流路の各々は、養
液が流れ出す開放端Ｐ２，開放端Ｐ３を第２載置器保持部材３２に近接して配する。流路
は、養液が第２載置器保持部材３２の裏面に注ぐように、第２載置器保持部材３２からの
離間距離が大きい程高い位置に配される。
【００６４】
　さらに、第２載置器保持部材３２には、流路の開放端Ｐ２，開放端Ｐ３の垂線上に配さ
れ開放端Ｐ２，開放端Ｐ３から流れ出す養液を受けて第２貫通孔３２１の中心線方向に流
すように傾斜する養液受部材３２２を配するようにしてもよい。
【００６５】
　図５、図６は、第１実施形態の縦型植物栽培機構１の第２載置器保持部材３２の位置ま
たは第１載置器保持部材３１を上下方向に移動させ植物載置器２０の配置角度を変更する
ときの図である。
【００６６】
　第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２との縦方向の相対位置を変化させて
、複数個の植物載置器２０の各々と第１載置器保持部材３１の表面とのなす角度を変化さ
せることができる。第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２との縦方向の相対
位置を変化させる方法は以下の３つがある。
【００６７】
　流路立上壁３３と第１載置器保持部材３１とを基台４０に固着し、第２載置器保持部材
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３２を第１載置器保持部材３１に対して縦方向に移動させる第１方法。
　流路立上壁３３と第２載置器保持部材３２とを基台４０に固着し、第１載置器保持部材
３１を第２載置器保持部材３２に対して縦方向に移動させる第２方法。
　流路立上壁３３を基台４０に固着し、第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３
２とを相対的に縦方向に移動させるとともに、第１載置器保持部材３１と第２載置器保持
部材３２との両方を縦方向に移動させる第３方法。
【００６８】
　図５を参照して第１方法の原理について説明をする。第１載置器保持部材３１は、基台
４０に対して移動することなく一定の位置に留まっているので、板材ガイド部材３７ａと
板材ガイド部材３７ｂは、有っても無くても植物載置器取付角度の変更の作用には関係し
ない。よって、図５では第１載置器保持部材３１は基台４０に固着されているものとして
説明をする。第２載置器保持部材３２は、板材ガイド部材３７ｃと板材ガイド部材３７ｄ
の間で縦方向にスライドする。載置器保持部材固定具４１は、第２載置器保持部材３２の
上下方向のスライド量を調整した後にボルトを締めてスライド量を固定するための部材で
ある。
【００６９】
　図５（Ａ）、図５（Ｂ）、図５（Ｃ）を比較して説明をする。図５（Ａ）は、第２載置
器保持部材３２の上方への引き上げ量が大である場合の図である。複数個の植物載置器２
０の各々と第１載置器保持部材３１の表面とのなす角度は、いずれの植物載置器２０につ
いても角度θ１である。
【００７０】
　図５（Ｂ）は、第２載置器保持部材３２の上方への引き上げ量が中である場合の図であ
る。複数個の植物載置器２０の各々と第１載置器保持部材３１の表面とのなす角度は、い
ずれの植物載置器２０についても角度θ２である。
【００７１】
　図５（Ｃ）は、第２載置器保持部材３２の上方への引き上げ量が小である場合の図であ
る。複数個の植物載置器２０の各々と第１載置器保持部材３１の表面とのなす角度は、い
ずれの植物載置器２０についても角度θ３である。ここで、角度θ１＞角度θ２＞角度θ
３となる。
【００７２】
　図６を参照して第２方法の原理について説明をする。第２載置器保持部材３２は、基台
４０に対して移動することなく一定の位置に留まっている。板材ガイド部材３７ｃと板材
ガイド部材３７ｄは、有っても無くても植物載置器取付角度の変更の作用には関係しない
。よって、図３では第２載置器保持部材３２は基台４０に固着されているものとして説明
をする。第１載置器保持部材３１は、板材ガイド部材３７ａと板材ガイド部材３７ｂの間
で縦方向にスライドする。載置器保持部材固定具４１は、第１載置器保持部材３１の上下
方向のスライド量を手動で調整した後にボルトを締めてスライド量を固定する部材である
。
【００７３】
　図６（Ａ）、図６（Ｂ）、図６（Ｃ）を比較して説明をする。図６（Ａ）は、第１載置
器保持部材３１の上方への引き上げ量が小である場合の図である。複数個の植物載置器２
０の各々と第１載置器保持部材３１の表面とのなす角度は、いずれの植物載置器２０につ
いても角度θ４である。
【００７４】
　図６（Ｂ）は、第１載置器保持部材３１の上方への引き上げ量が中である場合の図であ
る。複数個の植物載置器２０の各々と第１載置器保持部材３１の表面とのなす角度は、い
ずれの植物載置器２０についても角度θ５である。
【００７５】
　図６（Ｃ）は、第１載置器保持部材３１の上方への引き上げ量が大である場合の図であ
る。複数個の植物載置器２０の各々と第１載置器保持部材３１の表面とのなす角度は、い
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ずれの植物載置器２０についても角度θ６である。ここで、角度θ４＞角度θ５＞角度θ
６となる。
【００７６】
　図示しないが、第３方法の原理について説明をする。第３方法では第１載置器保持部材
３１と第２載置器保持部材３２の各々が、基台４０に対して移動する。第１載置器保持部
材３１と第２載置器保持部材３２の各々を基台４０に固着した流路立上壁保持部材３４に
配される板材ガイド部材３７ａ、板材ガイド部材３７ｂ、板材ガイド部材３７ｃ、板材ガ
イド部材３７ｄを用いる。図５に示すようにして第２載置器保持部材３２の上方への引き
上げ量を調整して、複数個の植物載置器２０の各々と第１載置器保持部材３１の表面との
なす角度を所望角度に設定する。その後、第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材
３２とを同量だけ上下方向に移動させると、設定後の所望角度を維持しながら、各々の流
路立上壁３３の開放端Ｐ２，開放端Ｐ３の第２載置器保持部材３２に対する各々の位置を
適切にし、植物に対して十分に養液が供給されるようにできる。
【００７７】
　また、図示しないが、別の第３方法の原理は以下のようにもできる。図６に示すように
して第１載置器保持部材３１の上方への引き上げ量を調整して、複数個の植物載置器２０
の各々と第１載置器保持部材３１の表面とのなす角度を所望角度に設定する。その後、第
１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２とを同量だけ上下方向に移動させると、
設定後の所望角度を維持しながら、各々の流路立上壁３３の開放端Ｐ２，開放端Ｐ３の第
２載置器保持部材３２に対する各々の位置を適切にし、植物に対して十分に養液が供給さ
れるようにできる。
【００７８】
　植物載置器２０における植物栽培の方法について簡単に説明する。従来は、例えば、ス
ポンジの培地に種を植え付け、そして双葉が出るくらいまで生長したところで、スポンジ
を植物載置器の筒内部に挿入することがおこなわれている（特許文献１を参照）。一方、
実施形態においては、種の段階、育苗の段階、育成の段階に応じて、植物載置器取付角度
の変更をしながら植物載置器２０の中に配されるスポンジ５０で育てることができるので
、スポンジ５０とともに植物を移植する手間を省け、最も効率的な植物栽培が可能である
。また、双葉が出るまではスポンジ５０を植物載置器の外部において育て、双葉が出た後
は植物載置器２０の中にスポンジ５０を移して植物載置器取付角度の変更をしながら育て
るようにしても従来よりも効率的な植物栽培が可能である。
【００７９】
　すなわち、第１実施形態の縦型植物栽培装置においては、植物載置器２０と第１載置器
保持部材３１の表面とのなす角度を植物の発育の段階に応じて、所望角度に設定すること
ができるので、光照射の角度、根に加わる重力の方向、養液のかかり具合をより精密に調
整できる。よって、植物の成長のより初期の段階から植物載置器２０の内部で植物を育て
ることができる。
【００８０】
図７（Ａ）は、第１実施形態の縦型植物栽培装置における植物を栽培中の養液の流路の概
念を表すイメージ図であり、断面図でも斜視図でもない。イメージ図であるので各部材の
配置の細部、各部材の寸法については実施形態を正確に記載するものではない。養液の流
れを説明するのに必要な部分のみが記載されている。また、実際には他の構成物の陰にな
り目視できない部材も記載されている。
【００８１】
　図７（Ａ）に示すように、板材ガイド部材３７ａ、板材ガイド部材３７ｂ、板材ガイド
部材３７ｃ、板材ガイド部材３７ｄ、流路立上壁保持部材３４は、一体形成されている。
流路立上壁保持部材３４の内面と流路立上壁３３とによって養液が流れる流路が縦方向に
複数個形成されている。複数個の流路の各々には、以下のような養液が流れ込む。（１）
養液循環パイプ３６から多方向に噴射される養液の一部、（２）植物載置器２０（後述す
る、植物載置器２０１、植物載置器２０２、植物載置器２０２１、植物載置器２０３にお
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いても同様）に当たり跳ね返る養液、（３）流路立上壁保持部材３４の内面に沿って流れ
込む養液、（４）第２載置器保持部材３２（後述する第２載置器保持部材３０２でも同様
）に当たり跳ね返った養液、（５）植物の根から誘導される養液、（６）養液受部材３２
２に当たり跳ね返る養液、（７）より上段の流路からこぼれた出した養液。
【００８２】
　流路に流れ込んだ養液は、縦方向の最高点である点Ｐ１からより低い点である開放端Ｐ
２および開放端Ｐ３（図７（Ａ）には図示しない）に向かって流れる。開放端Ｐ２および
開放端Ｐ３から落下した養液は、養液受部材３２２の板面（図７（Ａ）に示す養液受部材
３２２の紙面の裏面）で受けられ、植物載置器２０および植物の根の方向に流れる。上述
したように植物載置器２０の外壁から内壁に廻り込み受液部２２から流れ込んだ養液、直
接に受液部２２に飛び込んだ養液は、毛細管現象によってスポンジ５０の中に沁み渡り植
物に供給される。また、植物の根が伸びた場合には、養液は根に直接供給される。第２載
置器保持部材３２の裏面に流れる養液を目指して、植物の根は左右２つの養液受部材３２
２の間で第２載置器保持部材３２の裏面から１ｃｍ程度の厚さを有する束となり下方に向
かい成長する。
【００８３】
　｛第１実施形態の変形例｝
上述した第１実施形態の様々な変形例が実施可能である。以下の変形例では、上述した第
１実施形態の縦型植物栽培装置と異なる部分を中心に説明し、上述した第１実施形態の縦
型植物栽培装置、縦型植物栽培機構と同様な構成部については記載を省略する。
【００８４】
　（流路の変形例）
上述した第１実施形態の縦型植物栽培機構、縦型植物栽培装置においては、筐体としても
機能する流路立上壁保持部材３４は、型により形成され、板材ガイド部材３７ａ、板材ガ
イド部材３７ｂ、板材ガイド部材３７ｃ、板材ガイド部材３７ｄ、流路立上壁３３を一体
成型した。しかしながら、型を用いて流路立上壁保持部材３４を成形する場合には、流路
の複雑な凹凸部を形成することが困難な場合もある。板材ガイド部材３７ａ、板材ガイド
部材３７ｂ、板材ガイド部材３７ｃ、板材ガイド部材３７ｄの突出方向と流路立上壁３３
の突出方向とは直交しているので型成形には高度の技術を要する。このような課題を解決
する流路の変形例について説明をする。
【００８５】
　図８は、第１実施形態の縦型植物栽培機構の流路の変形例を示す図である。図８（Ａ）
は、筐体３４１の内部に流路立上壁保持部材３３１と第１載置器保持部材３１と第２載置
器保持部材３２とを配したところを筐体３４１の上部から見る平面図である。流路立上壁
保持部材３３１に複数個の流路立上壁３３が配される。
【００８６】
　図８（Ａ）に示すように、筐体３４１と筐体３４１に配される板材ガイド部材（板材ガ
イド部材３７ａ、板材ガイド部材３７ｂ、板材ガイド部材３７ｃ、板材ガイド部材３７ｄ
）とは一体成型されている。また、図８（Ｂ）に示すように、流路立上壁保持部材３３１
と流路立上壁保持部材３３１に配される複数個の流路立上壁３３とは一体成型されている
。このように、板材ガイド部材を配する筐体３４１と、複数個の流路立上壁３３を配する
流路立上壁保持部材３３１と、の2つの部材によって縦型植物栽培機構の主要部を構成す
ることができる。ここで、板材ガイド部材を配する筐体３４１は抜き方向が一方であるの
で型による成形が容易である。また、複数個の流路立上壁３３を配する流路立上壁保持部
材３３１も抜き方向が一方であるので型による成形が容易である。
【００８７】
　なお、図８（Ａ）は、縦型植物栽培機構２を示す図でもある。縦型植物栽培機構１（図
４（Ｃ）を参照）の流路立上壁保持部材３４が筐体としても機能するのに対して、図８（
Ａ）に示す縦型植物栽培機構２においては、筐体３４１は流路を構成する機能を有せず、
別部材である流路立上壁保持部材３３１によって流路は形成される。
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【００８８】
　図１ないし図４に示す縦型植物栽培機構１と同様に、縦型植物栽培機構２は筒状の植物
載置器２０の受光部２１の側を貫通保持するための複数個の第１貫通孔３１１を縦方向に
延びる直線上に配置する板状の第１載置器保持部材３１と、植物載置器２０の受液部２２
の側を貫通保持するための複数個の第２貫通孔３２１を縦方向に延びる直線上に配置し第
１載置器保持部材３１と第１所定距離Ｌ１を保ち離間する板状の第２載置器保持部材３２
とを具備する（第１貫通孔３１１、第２貫通孔３２１は図８には図示しないが、図４（Ｅ
）、図４（Ｆ）と同様）。
【００８９】
　また、第１所定距離Ｌ１を保ちながら第１載置器保持部材３１または第２載置器保持部
材３２の一方を他方に対して縦方向に相対的に移動させ、複数個の植物載置器２０の各々
と第１載置器保持部材３１の表面とのなす各々の角度を同時に変化させるために第１載置
器保持部材３１または第２載置器保持部材３２の少なくとも一方を遊嵌する板材ガイド部
材３７ａおよび板材ガイド部材３７ｂまたは板材ガイド部材３７ｃおよび板材ガイド部材
３７ｄを具備する。
【００９０】
　さらに、植物載置器２０の内部の植物に養液を供給するための養液受部材３２２を縦方
向に延びる直線上に複数個配置し第２載置器保持部材３２と、第２所定距離Ｌ２を保ち離
間する板状の流路立上壁保持部材３３１を具備する。
【００９１】
　図８（Ｂ）は、筐体３４１の内部に配する流路立上壁保持部材３３１を示す平面図であ
る。流路立上壁保持部材３３１は、開放端Ｐ２、開放端Ｐ３を除き全周に流路立上壁３３
が配されている。流路立上壁保持部材３３１は、抜き方向が一方である簡単な型で成形で
きる。
【００９２】
　図８（Ｃ）は、縦型植物栽培機構２に植物載置器２０を貫通保持する図である。
【００９３】
　図８（Ｄ）は、縦型植物栽培機構２を用いる縦型植物栽培装置の側面図である。図８（
Ｄ）は貫通保持された状態を分かり易く図示するために、植物載置器２０の全体が見える
ように書かれている。流路立上壁保持部材３３１は基台４０に固着してもよい。図８（Ｄ
）に示すように基台４０に流路立上壁保持部材３３１を遊嵌する板材ガイド部材３７ｅ、
板材ガイド部材３７ｆを取り付ければ、流路立上壁保持部材３３１の縦方向（上下方向）
の位置は縦方向にスライド移動可能とでき、流路立上壁保持部材固定具４３を用いて縦方
向の適宜な位置に流路立上壁保持部材３３１を固定できる。
【００９４】
　上述したように、第２実施形態の縦型植物栽培機構２は、植物載置器２０の受光部２１
の側を貫通保持するための複数個の第１貫通孔（図示せず、図４の第１貫通孔３１１を参
照）を縦方向直線上に配置する板状の第１載置器保持部材３１と、植物載置器２０の受液
部２２の側を貫通保持するための複数個の第２貫通孔（図示せず、図４の第２貫通孔３２
１を参照）を縦方向直線上に配置する板状の第２載置器保持部材３２と、第１載置器保持
部材３１と第２載置器保持部材３２との離間距離を一定距離に保ちながら第１載置器保持
部材３１または第２載置器保持部材３２の一方を他方に対して縦方向に相対的に移動させ
、複数個の植物載置器２０の各々と第１載置器保持部材３１の表面とのなす各々の角度を
同時に変化させるために第１載置器保持部材３１または第２載置器保持部材３２の少なく
とも一方を遊嵌する板材ガイド部材３７ａおよび板材ガイド部材３７ｂまたは板材ガイド
部材３７ｃおよび板材ガイド部材３７ｄと、を備える。
【００９５】
　さらに、縦型植物栽培機構２は、第２載置器保持部材３２の裏面側に配される流路立上
壁保持部材３３１を備えるようにしてもよい。流路立上壁保持部材３３１は、養液が流れ
る流路を形成する流路立上壁３３を縦方向に複数個配し、複数個の流路の各々は、養液が
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流れ出す開放端Ｐ２，開放端Ｐ３を第２載置器保持部材３２に近接して配する。また、養
液が第２載置器保持部材３２の裏面に注ぐように、流路は、開放端Ｐ２，開放端Ｐ３から
の離間距離が大きい程高い位置に配される。
【００９６】
　さらに、第２載置器保持部材３２には、流路の開放端Ｐ２，開放端Ｐ３の垂線上に配さ
れ開放端Ｐ２，開放端Ｐ３から流れ出す養液を受けて第２貫通孔（図示せず、図４の第２
貫通孔３２１を参照）の中心線方向に流すように傾斜する養液受部材３２２を配するよう
にしてもよい。
【００９７】
図７（Ｂ）は、縦型植物栽培機構２を用いる縦型植物栽培装置における植物を栽培中の養
液の流路の概念を表すイメージ図であり、断面図でも斜視図でもない。イメージ図である
ので各部材の配置の細部、各部材の寸法については実施形態を正確に記載するものではな
い。養液の流れを説明するのに必要な部分のみが記載されている。また、実際には他の構
成物の陰になり目視できない部材も記載されている。
【００９８】
　図７（Ｂ）に示すように、板材ガイド部材３７ａ、板材ガイド部材３７ｂ、板材ガイド
部材３７ｃ、板材ガイド部材３７ｄ、筐体３４１は、一体形成されている。流路立上壁保
持部材３３１の内面と流路立上壁３３とによって養液が流れる流路が縦方向に複数個形成
されている。複数個の流路の各々には、以下のような養液が流れ込む。（１）養液循環パ
イプ３６から多方向に噴射される養液の一部、（２）植物載置器２０（後述する、植物載
置器２０１、植物載置器２０２、植物載置器２０２１、植物載置器２０３においても同様
）に当たり跳ね返った養液、（３）流路立上壁保持部材３３１に沿って流れ込む養液、（
４）第２載置器保持部材３２（後述する第２載置器保持部材３０２でも同様）に当たり跳
ね返った養液、（５）植物の根から誘導される養液、（６）養液受部材３２２に当たり跳
ね返った養液、（７）より上段の流路からこぼれた養液。
【００９９】
　流路に流れ込んだ養液は、縦方向の最高点である点Ｐ１からより低い点である開放端Ｐ
２および開放端Ｐ３（図７（Ｂ）には図示しない）に向かって流れる。開放端Ｐ２および
開放端Ｐ３から落下した養液は、養液受部材３２２（図７（Ｂ）に示す養液受部材３２２
の紙面の裏面）で受けられ、植物載置器２０および植物の根の方向に流れるようにされる
。植物載置器２０の外壁から内壁に廻り込み受液部２２から流れ込んだ養液、直接に受液
部２２に飛び込んだ養液は、毛細管現象によってスポンジ５０の中に沁み渡り植物に供給
される。また、植物の根が伸びた場合には養液は根に直接供給される。第２載置器保持部
材３２の裏面に流れる養液を目指して、植物の根は左右２つの養液受部材３２２の間で第
２載置器保持部材３２の裏面から１ｃｍ程度の厚さを有する束となり下方に向かい成長す
る。
【０１００】
　（植物載置器の変形例）
図９は第１実施形態の縦型植物栽培装置に用いる植物載置器の変形例を示す図である。
【０１０１】
　図９（Ａ）、図９（Ｂ）は植物載置器の第１変形例を示す図である。図９（Ａ）は植物
載置器２０１を第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２とで貫通保持し植物を
栽培している状態の植物載置器２０１の側面から見る概念図である。概念図であるので、
視認できない構成部も描かれている。図９（Ｂ）は植物を栽培する前の植物載置器２０１
を上方から見る平面図である。
【０１０２】
　図９（Ｂ）に示すように、第１変形例の植物載置器２０１は受液部が斜め方向にカット
された切欠部を有している。
【０１０３】
　図９（Ａ）を参照して斜め方向にカットされた切欠部の効果を説明する。斜め方向にカ
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ットされた切欠部から植物載置器２０１の内部に侵入した養液はスポンジ５０に吸収され
植物に供給される。一方、切欠部がない植物載置器の場合には植物載置器の外面に落下し
た養液は、植物載置器の内面に廻り込んだ後、スポンジ５０に吸収される。よって、受液
部の開口が斜め方向にカットされた切欠部を有する第１変形例の植物載置器は養液の利用
効率が高い。
【０１０４】
　図９（Ｃ）、図９（Ｄ）は植物載置器の第２変形例を示す図である。図９（Ｃ）は第１
載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２とで貫通保持し植物を栽培している状態の
植物載置器２０２の側面から見る概念図である。概念図であるので、視認できない構成部
も描かれている。図９（Ｄ）は植物を栽培する前の植物載置器２０２を上方から見る平面
図である。
【０１０５】
　図９（Ｃ）を参照して植物載置器２０２の受光部の鍔の効果を説明する。第２変形例の
植物載置器２０２は受光部の鍔が明確な段差を有している。従って、植物載置器２０２を
第１載置器保持部材３１に保持させるときに、第１貫通孔３１１に植物載置器２０２を押
しながら貫通挿入して、動かなくなった位置が正しい挿入位置として容易に認識できる。
よって、複数個の植物載置器２０２の各々の第１貫通孔３１１への挿入量を簡単に揃える
ことができ、複数個の植物載置器２０２への養液の供給量等を均一化できる。
【０１０６】
　図９（Ｅ）、図９（Ｆ）は植物載置器の第３変形例を示す図である。図９（Ｅ）は第１
載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２とで貫通保持し植物を栽培している状態の
植物載置器２０２１の側面から見る概念図である。概念図であるので、視認できない構成
部も描かれている。図９（Ｆ）は植物を栽培する前の植物載置器２０２１を上方から見る
平面図である。
【０１０７】
　図９（Ｅ）を参照して植物載置器２０２１の受光部の鍔の効果と斜め方向にカットされ
た切欠部の効果を説明する。斜め方向にカットされた切欠部から、落下した養液がスポン
ジ５０に流れ込むという効果と、複数個の植物載置器の各々の第１貫通孔３１１への挿入
量を簡単に揃えることができるという効果とを同時に生じさせることができる。
【０１０８】
　図９（Ｂ）に示す植物載置器２０１、図９（Ｄ）に示す植物載置器２０２、図９（Ｆ）
に示す植物載置器２０２１のいずれの形状の植物載置器を用いても、図９（Ａ）、図９（
Ｃ）、図９（Ｅ）に示すように、左右に配された２つの養液受部材３２２に導かれ第２載
置器保持部材３２の裏面に流れる養液を目指して、植物の根は左右２つの養液受部材３２
２の間で第２載置器保持部材３２の裏面から上述したように１ｃｍ程度の厚さを有する束
となり下方に向かい成長する。
【０１０９】
　（第１実施形態の縦型植物栽培機構および縦型植物栽培装置の効果）
第１実施形態の縦型植物栽培機構および縦型植物栽培装置並びにそれらの変形例によれば
、第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２との２つ載置器保持部材を用いて植
物載置器を貫通保持する。このように、第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３
２の２つの載置器保持部材を用いれば、接着剤等で固着しなくとも簡単に安定に確実に、
載置器保持部材を第１載置器保持部材３１の表面に対して所望の配置角度を有して固着で
きる。また、植物載置器の着脱が容易におこなえるので、栽培の成長の各段階で植物載置
器２０、植物載置器２０１、植物載置器２０２、植物載置器２０２１を縦型植物栽培装置
から取り外して植物の成長状態の検査、選別をするとともに、複数種類の植物の混合栽培
等が容易にできる。
【０１１０】
　また、植物載置器２０、植物載置器２０１、植物載置器２０２、植物載置器２０２１を
縦型植物栽培装置から取り外すことによって、第１載置器保持部材３１に配される第１貫
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通孔３１１と第２載置器保持部材３２に配される第２貫通孔３２１を通して縦型植物栽培
装置本体の内部の状態の確認、内部の清掃が可能である。
【０１１１】
　また、第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２との２つの板材を介して、光
が照射される縦型植物栽培装置の外部と、養液が流れる縦型植物栽培装置の内部とが２重
壁で隔離されている。このために、養液が第１載置器保持部材３１の表面(外面)に漏れだ
すことがない。よって、外部に漏れだした栄養分が高い養液に光が照射されてアオコが発
生するような事態が生ぜず衛生的である。
【０１１２】
　また、第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２との２つの板材の縦方向の相
対位置を変化できるように第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２とは遊嵌し
ている。第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２との相対位置を変えれば、縦
方向に配列された複数個のすべての植物載置器について第１載置器保持部材３１の表面と
のなす角度を一斉に変化させることができる。植物載置器と第１載置器保持部材３１の表
面とのなす角度は植物の生育条件に大きく依存するので植物の種類、成長段階に最も適し
た生育条件の環境を容易に提供でき、植物の品質、収量を向上させることができる。
【０１１３】
　さらに、板材である、第１載置器保持部材３１、第２載置器保持部材３２、流路立上壁
保持部材３４または流路立上壁保持部材３３１をこの順で配置する。このように配置する
流路立上壁保持部材３４または流路立上壁保持部材３３１を備えることによって、縦型植
物栽培装置の最上部から、養液を流路立上壁保持部材３４または流路立上壁保持部材３３
１と第２載置器保持部材３２とで囲まれる空間に噴射するだけで、植物載置器２０、植物
載置器２０１、植物載置器２０２、植物載置器２０２１に載置された植物に養液を供給で
きるので、養液の供給が従来になく容易となる。よって、従来よく用いられる個々の植物
載置器に養液パイプによって個別に養液を供給する場合に比べて、縦型植物栽培装置の内
部にパイプの配管をする手間が省けるとともに、パイプの清掃、修理、検査の手間が省け
る。
【０１１４】
　また、第１実施形態の縦型植物栽培機構、縦型植物栽培装置においては、用いる光源は
、縦方向に延伸し、第１載置器保持部材３１の表面に直交する方から照射する光を発する
光源１０に限らず、他の人口光源を用いることができる。例えば、斜め上方から光を照射
するスポットライト、縦方向に配置する複数個のＬＥＤを用いてもよい。斜め上方から光
を照射するスポットライトを用いる場合においては、種の段階では、種を照射するスポッ
トライトの光量が最も大きくなるように植物載置器２０、植物載置器２０１、植物載置器
２０２、植物載置器２０２１と第１載置器保持部材３１の表面とのなす角度を調整する。
そして、育苗、育成と成長段階が進むにつれて、植物載置器２０、植物載置器２０１、植
物載置器２０２、植物載置器２０２１と第１載置器保持部材３１の表面とのなす角度を小
さくして、重力と反対方向に成長する植物の葉、茎の曲がりが生じないようにすることが
できる。
【０１１５】
　また、第１実施形態の縦型植物栽培機構、縦型植物栽培装置においては、用いる光源は
、人口光源に限らず自然光源（太陽光）を用いることもできる。種の段階では、季節ごと
の太陽の仰角に合わせて、種が太陽から受ける光量が最も大きくなるように植物載置器２
０、植物載置器２０１、植物載置器２０２、植物載置器２０２１と第１載置器保持部材３
１の表面とのなす角度を調整する。そして、育苗、育成と成長段階が進むにつれて、植物
載置器２０、植物載置器２０１、植物載置器２０２、植物載置器２０２１と第１載置器保
持部材３１の表面とのなす角度を小さくして、重力と反対方向に成長する植物の葉、茎の
曲がりが生じないようにすることができる。
【０１１６】
　「第２実施形態」
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図１０、図１１、図１２、図１３、図１４、図１５を参照して、第２実施形態の縦型植物
栽培機構、縦型植物栽培装置について説明をする。図１０ないし図１５は、いずれも、植
物を植物載置器で栽培していない状態の図である。第１実施形態の縦型植物栽培機構、縦
型植物栽培装置におけると同様の構成部分には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１１７】
　図１０（Ａ）は植物載置器をはじめとする各部材の配置を光の照射方向から見る正面図
、図１０（Ｂ）は横方向から見る側面図、図１０（Ｃ）は上方向から見る平面図である。
図１０（Ｄ）は図１０（Ｃ）の拡大図である。図１０（Ｄ）は貫通保持された状態を分か
り易く図示するために、植物載置器２０３の全体が見えるように書かれている。図１０（
Ｅ）は図１０（Ｃ）のヘ-へ断面図である。図１０は、各構成部の特徴を表すための模式
図であり、各構成部の相対的な寸法、距離等は実際の構成部のそれとは必ずしも一致して
はいない。
【０１１８】
　第１実施形態の縦型植物栽培装置と第２実施形態の縦型植物栽培装置との異なりは、第
１実施形態では植物載置器２０、植物載置器２０１、植物載置器２０２、植物載置器２０
２１を用いるのに対して第２実施形態では植物載置器２０３を用いる点である。植物載置
器２０、植物載置器２０１、植物載置器２０２、植物載置器２０２１は、筒であり、受光
部２１として光を受光するための開口と、受液部２２として養液を受けるための開口と、
を筒の各々の端面に具備し、内部にスポンジ５０を配して用いるものである。一方、植物
載置器２０３は、受光部として光を受光するための開口を有し剛性材で形成される被保持
部材２２３と、被保持部材２２３に固着され、受液部として養液を吸収する不織布２２４
と、を具備するものである。また、植物載置器２０が筒形状であるのに対して、植物載置
器２０３の被保持部材２２３は、後述する第１貫通孔３１０１と第２貫通孔３２０１に密
着するように断面積がテーパー状変化する直方体である。植物載置器２０３の第１貫通孔
３１０１と第２貫通孔３２０１とによって貫通保持される被保持部材２２３は、一体の剛
性部材で形成される。
【０１１９】
　植物載置器２０、植物載置器２０１、植物載置器２０２、植物載置器２０２１の形状が
筒であり、植物載置器２０３の被保持部材２２３の形状が直方体であるところから、第１
実施形態の縦型植物栽培機構、縦型植物栽培装置と第２実施形態の縦型植物栽培機構、縦
型植物栽培装置とは構成が異なるので、この点を中心に以下説明をする。
【０１２０】
　図１０（Ａ）の正面図、図１０（Ｂ）の側面図、図１０（Ｄ）の断面図では、植物載置
器２０３の被保持部材２２３は長方形または台形として表れる。また、図１０（Ｃ）の平
面図、図１０（Ｄ）の断面図では、植物載置器２０３の不織布２２４は重力方向に落下し
ている。第１載置器保持部材３０１の第１貫通孔３１０１の形状、第２載置器保持部材３
０２の第２貫通孔３２０１の形状は、いずれも長方形である（図１３（Ｅ）、図１３（Ｆ
）を参照）。そして、被保持部材２２３に第１貫通孔３１０１と第２貫通孔３２０１の各
々が密着するように、被保持部材２２３の横方向のテーパー状の断面形状および第１載置
器保持部材３０１と第２載置器保持部材３０２との離間距離に応じて第１貫通孔３１０１
と第２貫通孔３２０１の各々の開口の形状を定めている。
【０１２１】
　第２実施形態の第１貫通孔３１０１の横幅が第２貫通孔３２０１の横幅よりも大きい点
は、第１実施形態の第１貫通孔３１１の直径が第２貫通孔３２１の直径よりも大きい点に
対応している。その他の各構成部については異なるところはない。また、被保持部材２２
３の縦方向のテーパー状の断面形状（図示せず）に対応して、第１貫通孔３１０１の縦幅
が第２貫通孔３２０１の縦幅よりも大きくしてもよい（図示せず）、さらに、被保持部材
２２３の縦方向および横方向のテーパー状の断面形状（図示せず）に対応して、第１貫通
孔３１０１の横幅が第２貫通孔３２０１の横幅よりも大きく、かつ、第１貫通孔３１０１
の縦幅が第２貫通孔３２０１の縦幅よりも大きくしてもよい（図示せず）。
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【０１２２】
　図１１に示す植物載置器２０３について説明をする。図１１（Ａ）は植物載置器２０３
の正面図である。被保持部材２２３の横幅は、例えば、２ｃｍ～５ｃｍ程度であり、被保
持部材２２３の縦長は、第１載置器保持部材３０１と第２載置器保持部材３０２の離間距
離よりも長くされる。不織布２２４の横幅は、被保持部材２２３の受液部２１４の横幅と
ほぼ等しく、不織布２２４の縦長は、例えば、１０ｃｍ～１３ｃｍである。これらの寸法
は一例であり、これに限定されるものではない。
【０１２３】
　図１１（Ｂ）は植物載置器２０３の側面図である。被保持部材２２３の厚さは、例えば
、１ｃｍ～３ｃｍ程度であるが、この寸法は一例であり、これに限定されるものではない
。被保持部材２２３の受液部２１４の近傍には歯型の不織布係止部材が配され不織布２２
４を被保持部材２２３に固着する。
【０１２４】
　図１１（Ｃ）は植物載置器２０３の平面図である。被保持部材２２３には開口である受
光部２１３が配され、受光部２１３の開口の下には不織布２２４が配される。
【０１２５】
　被保持部材２２３は、第１載置器保持部材３０１の表面側から着脱可能とし、かつ、第
１載置器保持部材３０１および第２載置器保持部材３０２に対して位置極めができるよう
に、上述したように第１載置器保持部材３０１に保持される側（受光部２１３の側）の断
面積が、第２載置器保持部材３０２に保持される側（受液部２１４の側）の断面積よりも
小さい。例えば、上述したように、受光部２１３の側の横幅＞受液部２１４の側の横幅と
してもよく、受光部２１３の側の縦幅＞受液部２１４の側の縦幅としてもよく、受光部２
１３の側の横幅＞受液部２１４の側の横幅、かつ、受光部２１３の側の縦幅＞受液部２１
４の側の縦幅としてもよい。
【０１２６】
　図１１（Ｄ）は植物載置器２０３の平面図であり、不織布２２４に植物の種を保持した
状態を示す図である。
【０１２７】
　被保持部材２２３の材質は、例えば、汎用プラスチック、エンジニアリングプラスチッ
ク等の樹脂、ステンレス、アルミニューム等の金属が用いられる。
【０１２８】
　図１２（Ａ）は、第１実施形態の縦型植物栽培機構を上方から見る平面図であり、図１
２（Ｂ）は縦型植物栽培機構の内部から、図１２（Ａ）に示すトの方向に見る第２載置器
保持部材３０２の裏面の正面図であり、図３（Ｃ）は、第２載置器保持部材３０２の側面
図である。
【０１２９】
　図１２に示す第１実施形態の縦型植物栽培機構と図３に示す第１実施形態の縦型植物栽
培機構との大きな異なりは、図１２（Ｂ）に示す第２貫通孔３２０１の形状が長方形であ
り、図３（Ｂ）に示す第２貫通孔３２１の形状が円形である点である。
【０１３０】
　図１３は、第２実施形態の縦型植物栽培機構の組み立て図、植物載置器を装着した図、
および第１載置器保持部材の表面の正面図と第２載置器保持部材の表面の正面図であり、
第１実施形態の図４に対応する図である。
【０１３１】
　図１３と図４との異なりは、図１３（Ｄ）に示す植物載置器２０３の形状と、図４（Ｄ
）に示す植物載置器２０の形状とが異なる点である。図１３（Ｄ）は貫通保持された状態
を分かり易く図示するために、植物載置器２０３の全体が見えるように書かれている。ま
た、図１３（Ｅ）に示す第１貫通孔３１０１の形状、図１３（Ｆ）に示す第２貫通孔３２
０１の形状が長方形であり、図４（Ｅ）に示す第１貫通孔３１１の形状、図４（Ｆ）に示
す第２貫通孔３２１の形状が円形である点が異なる点である。
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【０１３２】
　図１４は、第２実施形態の縦型植物栽培機構の第２載置器保持部材の位置を上下方向に
移動させ植物載置器の配置角度を変更するときの図であり、第１実施形態の図５に対応す
る図である。図１４と図５との異なりは、図１４に示す植物載置器２０３の形状と、図５
に示す植物載置器２０の形状とが異なる点である。
【０１３３】
　図１５は、第２実施形態の縦型植物栽培機構の第１載置器保持部材の位置を上下方向に
移動させ植物載置器の配置角度を変更するときの図であり、第１実施形態の図６に対応す
る図である。図１５と図６との異なりは、図１５に示す植物載置器２０３の形状と、図６
に示す植物載置器２０の形状とが異なる点である。
【０１３４】
　図１６は、第１実施形態および第２実施形態における植物載置器の配置角度を変更して
植物を栽培する例を示す図である。
【０１３５】
　図１６（Ａ）、図１６（Ｂ）、図１６（Ｃ）は、第１実施形態の植物載置器２０１を用
いて栽培する例である。光の照射方向は第１載置器保持部材３１の表面に直交する横方向
から照射される場合の例である。図１６（Ａ）の種まきの段階、図１６（Ｂ）の育苗の段
階、図１６（Ｃ）の育成の段階と成長するに従い、植物載置器２０の配置角度をより小さ
くしている。
【０１３６】
　図１６（Ｄ）、図１６（Ｅ）、図１６（Ｆ）は、第２実施形態の植物載置器２０３を用
いて栽培する例である。光の照射方向は第１載置器保持部材３０１の表面に直交する横方
向から照射される場合の例である。図１６（Ｄ）の種まきの段階、図１６（Ｅ）の育苗の
段階、図１６（Ｆ）の育成の段階と成長するに従い、植物載置器２０３の配置角度をより
小さくしている。
【０１３７】
　図示はしないが、図８に示す第１実施形態の縦型植物栽培機構２において、第１載置器
保持部材３１を第１載置器保持部材３０１に変更し、第２載置器保持部材３２を第２載置
器保持部材３０２に変更し、植物載置器２０を植物載置器２０３に変更して別の第２実施
形態の縦型植物栽培機構として用いることができる。この場合には、流路立上壁保持部材
３３１を簡単な型で成形できるという効果を第２実施形態の縦型植物栽培機構においても
得ることができる。
【０１３８】
　図１７は、第１実施形態および第２実施形態における植物載置器の配置角度を変更しな
いで植物を栽培する比較例を示す図である。
【０１３９】
　図１７（Ａ）、図１７（Ｂ）、図１７（Ｃ）は、第１実施形態の植物載置器２０１を用
いて栽培する例である。光の照射方向は第１載置器保持部材３１の表面に直交する横方向
から照射される場合の例である。図１７（Ａ）の種まきの段階、図１７（Ｂ）の育苗の段
階、図１７（Ｃ）の育成の段階と成長しても植物載置器２０の配置角度は一定である。
【０１４０】
　図１７（Ｄ）、図１７（Ｅ）、図１７（Ｆ）は、第２実施形態の植物載置器２０３を用
いて栽培する例である。光の照射方向は第１載置器保持部材３０１の表面に直交する横方
向から照射される場合の例である。図１７（Ｄ）の種まきの段階、図１７（Ｅ）の育苗の
段階、図１７（Ｆ）の育成の段階と成長しても植物載置器２０３の配置角度は一定である
。
【０１４１】
　図１６と図１７とを比較する。図１６（Ｂ）および図１６（Ｅ）と、図１７（Ｂ）およ
び図１７（Ｅ）とを比べる。図１７（Ｂ）および図１７（Ｅ）では、育苗の段階で、第１
載置器保持部材３１、第１載置器保持部材３０１の表面に沿って葉が大きく開き過ぎ、そ
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の後の育成の段階における成長に悪影響を与える。図１６（Ｃ）および図１６（Ｆ）と、
図１７（Ｃ）および図１７（Ｆ）とを比べると、育成の段階で葉が大きく育たず曲がりが
生じている。すなわち、植物の成長段階に応じて植物載置器の配置角度を変えることによ
って栽培植物の品質は向上する。
【０１４２】
　（第２実施形態の縦型植物栽培機構および縦型植物栽培装置の効果）
第２実施形態の縦型植物栽培機構および縦型植物栽培装置によれば、第１実施形態の縦型
植物栽培機構および縦型植物栽培装置によって得られるものと同様の効果が得られる。そ
れに加えて、植物載置器２０３を用いることによる以下の効果が生じる。植物載置器２０
３は、板金加工によって被保持部材２２３を作成し、所定長に切断した不織布２２４を固
着すれば完成するので、植物載置器２０、植物載置器２０１、植物載置器２０２、植物載
置器２０２１に比べてより製造が簡単である。養液の供給に関しては、不織布２２４を備
えることによって、植物載置器２０、植物載置器２０１、植物載置器２０２、植物載置器
２０２１のようにスポンジは不要となるとともに、不織布２２４に養液を吸収させること
によって、植物の根は不織布２２４の中で効率的に成長する。
【０１４３】
　「第１実施形態、第２実施形態のその他の変形例」
第１実施形態、第２実施形態のその他の変形例について説明する。
【０１４４】
　図１８は、上述した第１実施形態において、養液供給ロープ５２を追加する変形例を示
す図である。例えば、第２載置器保持部材３２の裏面に養液供給ロープ５２を着脱できる
ロープ取付金具５３を固着する。ロープ取付金具５３に着装された養液供給ロープ５２は
、第２載置器保持部材３２と流路立上壁保持部材３４との間に配される（図１８（Ａ）を
参照）。上述した流路を用いる養液の供給経路とともに、この養液供給ロープ５２を伝わ
っても養液は流れるので植物の根が成長するにつれて、根は養液供給ロープ５２に絡みつ
き、養液供給ロープ５２を介して養液を吸収する（図１８（Ｂ）を参照）。図１８では、
第１実施形態において養液供給ロープ５２を用いる変形例を示しているが、第２実施形態
においても養液供給ロープ５２を用いる同様な変形例が実施可能である。
【０１４５】
　図１９は、上述した第２実施形態において、植物の成長後の植物載置器とともに第１載
置器保持部材および第２載置器保持部材をガイド部材切欠から抜き出す様子を示す図であ
る。
【０１４６】
　第１載置器保持部材３２、３０２の高さが人の高さよりも高くなると植物の収穫に際し
て梯子等が必要になる。梯子の移動、昇り降り等の動作が収穫の効率を悪くする。これを
解決するために以下のようにする。
【０１４７】
　第１載置器保持部材３０１および第２載置器保持部材３０２は、板材の厚さ方向に屈曲
する部材で形成する。第１載置器保持部材３０１を遊嵌する板材ガイド部材３７ａおよび
板材ガイド部材３７ｂ（第１板材ガイド部材）、および、第２載置器保持部材３０２を遊
嵌する板材ガイド部材３７ｃおよび板材ガイド部材３７ｄ（第２板材ガイド部材）を備え
る。板材ガイド部材３７ａおよび板材ガイド部材３７ｂ（第１板材ガイド部材）の最下端
（または最上端）の近傍には、第１載置器保持部材３０１の横幅および第２載置器保持部
材３０２の横幅よりも広い板材ガイド部材３７ａおよび板材ガイド部材３７ｂ（第１板材
ガイド部材）の切欠部（第１切欠部）を有する。
【０１４８】
　板材ガイド部材３７ｃおよび板材ガイド部材３７ｄ（第２板材ガイド部材）の最下端（
または最上端）の近傍には、第２載置器保持部材３０２の横幅よりも広い板材ガイド部材
３７ｃの切欠部（第２切欠部）を有する。
【０１４９】
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　このようにすれば、図１９に示すように、板材の厚さ方向に屈曲する部材で形成する第
１載置器保持部材３０１および第２載置器保持部材３０２を第１切欠部および第２切欠部
の内部で曲げることができる。そして、最下端の近傍に設けられる板材ガイド部材３７ａ
および板材ガイド部材３７ｂの切欠部（第１切欠部）は、第１載置器保持部材３０１の横
幅および第２載置器保持部材３０２の横幅よりも広いのであるから、この切欠部（第１切
欠部）から第１載置器保持部材３０１と第２載置器保持部材３０２と植物載置器２０３と
ともに植物を取出すことができる。
【０１５０】
　その前に、最下端の近傍に設けられる板材ガイド部材３７ｃの切欠部（第２切欠部）は
、第２載置器保持部材３０２の横幅よりも広いのであるから、この第２切欠部から第２載
置器保持部材３０２は既に取り出されている。なお、板材ガイド部材３７ｄも板材ガイド
部材３７ｃと同様に切欠き部を有するようにしてもよいが、図１９に図示するように幅の
広い板材ガイド部材３７ｄが基台にまで達していることによって養液が第２載置器保持部
材３０２の表面側に漏れることを防止できる。
【０１５１】
　第１切欠部は流路立上壁保持部材３４または筐体３４１に凸状の突起を有することがな
い、すなわち、板材ガイド部材３７ａおよび板材ガイド部材３７ｂが形成されない広い第
１切欠部としてもよい。また、第２切欠部は流路立上壁保持部材３４または筐体３４１に
凸状の突起を有することがない、すなわち、板材ガイド部材３７ｃが形成されない広い第
２切欠部としてもよい。
【０１５２】
　しかしながら、第１切欠部は、第１載置器保持部材３０１の横幅および第２載置器保持
部材３０２の横幅よりも広ければ第１切欠部としての機能を有するのであるから、板材ガ
イド部材３７ａおよび板材ガイド部材３７ｂの横方向の幅を他の部分に比べて狭くするこ
とによって養液が第１載置器保持部材３０１の表面側に漏れることを防止する液漏れ防止
部材としても機能する。
【０１５３】
　同様に第２切欠部は、第２載置器保持部材３０２の横幅よりも広ければ第２切欠部とし
ての機能を有するのであるから、板材ガイド部材３７ｃの横方向の幅を他の部分に比べて
狭くすることによって養液が第２載置器保持部材３０２の表面側に漏れることを防止する
液漏れ防止部材としても機能する。
【０１５４】
　第１切欠部および第２切欠部が最上端の近傍にある場合には、同様にして、最上端の近
傍から第１載置器保持部材３０１と第２載置器保持部材３０２と植物載置器２０３ととも
に植物を取出すことができる。上述したすべての実施形態において第１切欠部と第２切欠
部とを配することによってこの変形例は実施可能である。
【０１５５】
　なお、第１実施形態に第１切欠部および第２切欠部を有する変形例も実施可能である。
しかしながら、第１載置器保持部材と第２載置器保持部材と植物載置器とともに植物を取
出すに際して、第１実施形態の植物載置器２０、植物載置器２０１、植物載置器２０２、
植物載置器２０２１に比べて縦方向により薄い植物載置器２０３を用いる場合の方が、第
１載置器保持部材と第２載置器保持部材とが、より容易に屈曲するので取出すための引き
出し力が少なくてすむ。また、第１実施形態および第２実施形態において、養液受部材３
２２の厚さがより薄い場合、養液受部材３２２の長さがより短い場合、さらには、養液受
部材３２２を配さない場合の方が、第１載置器保持部材と第２載置器保持部材とが、より
容易に屈曲するので取出すための引き出し力が少なくてすむ。
【０１５６】
　図２０は、第１実施形態において電動機構を用いて第２載置器保持部材３２の位置を上
下方向に移動させて植物載置器２０の配置角度を変更するときの図である。図２０（Ａ）
は側面方向から見る概念図であり、図２０（Ｂ）は第２載置器保持部材３２の裏面側から
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見る概念図である。図２０では、第１実施形態の変形例を示しているが、第２実施形態の
同様な変形例も当然に実施可能である。また、第１載置器保持部材３１に替えて第２載置
器保持部材３２の位置を上下方向に移動させて植物載置器２０の第１載置器保持部材３１
に対する配置角度を変更することもできる。
【０１５７】
　図２０に示すように、第１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２とは板材ガイ
ド部材によって縦方向の相対位置を変化させることができるようになっている。第１載置
器保持部材３１とモータ６０の筐体とは流路立上壁保持部材３４を介して固着されている
。モータ６０の回転軸にはピニオン・ギア６１が固着されている。第２載置器保持部材３
２にはラック・ギア６２が固着されている。このようなラック・アンド・ピニオン機構を
用いて、例えば、モータ６０を正転させれば第２載置器保持部材３２が上方へ移動するよ
うにでき、モータ６０を逆転させれば第２載置器保持部材３２が下方へ移動するようにで
きる。これにより、手動ではなく電動で植物載置器と第１載置器保持部材３１の表面との
なす角度を所望の角度に設定できる。このような電動機構を用いることによって人手で第
１載置器保持部材３１と第２載置器保持部材３２との縦方向の相対位置を移動させること
なく省力化が図れる。
【０１５８】
　「第３実施形態」
第３実施形態の縦型植物栽培装置は、上述した第１実施形態、上述した第２実施形態およ
びこれらの変形例において、縦方向のみならず、さらに横方向にも植物載置器を配置する
ものである。第３実施形態の縦型植物栽培装置に用いる板材は縦方向に延伸するとともに
横方向にも延伸する。第３実施形態では横方向に延伸する端面の両端が閉じている。
【０１５９】
　図２１は第３実施形態の縦型植物栽培機構および第３実施形態の縦型植物栽培装置の平
面図である。
【０１６０】
　図２１（Ａ）に示す第３実施形態の縦型植物栽培機構３の平面図に沿って以下説明をす
る。縦型植物栽培機構３は、円周方向に複数列の植物載置器列を配置する。植物載置器列
は、上述した第１実施形態および第２実施形態に示すように複数個の植物載置器２０を縦
方向に配置する。縦型植物栽培機構３では植物載置器列の数は４列である。第１載置器保
持部材３０４と第２載置器保持部材３０５とは、後述するガイド部材取付部材３７によっ
て可動可能に保持される複数個（図２１（Ａ）では４個）の円弧状の板材で形成される。
【０１６１】
　縦型植物栽培機構３は、植物載置器２０の受光部２１の側を貫通保持するための複数個
の第１貫通孔（図示せず、図４の第１貫通孔３１１を参照）を縦方向直線上に配置する板
状の第１載置器保持部材３０４と、植物載置器２０の受液部２２の側を貫通保持するため
の複数個の第２貫通孔（図示せず、図４の第２貫通孔３２１を参照）を縦方向直線上に配
置する板状の第２載置器保持部材３０５と、第１載置器保持部材３０４と第２載置器保持
部材３０５との離間距離を一定距離に保ちながら第１載置器保持部材３０４または第２載
置器保持部材３０５の一方を他方に対して縦方向に相対的に移動させ、植物載置器列毎に
、複数個の植物載置器２０の各々と第１載置器保持部材３０４の表面とのなす各々の角度
を同時に変化させるために第１載置器保持部材３０４または第２載置器保持部材３０５の
少なくとも一方を遊嵌する板材ガイド部材３７ａおよび板材ガイド部材３７ｂまたは板材
ガイド部材３７ｃおよび板材ガイド部材３７ｄと、を備える。なお、図２１（Ａ）におい
ては、板材ガイド部材３７ａ、板材ガイド部材３７ｂ、板材ガイド部材３７ｃ、板材ガイ
ド部材３７ｄは、ガイド部材取付部材３７に固着されている。
【０１６２】
　図２１（Ａ）においては、板材ガイド部材３７ａ、板材ガイド部材３７ｂ、板材ガイド
部材３７ｃ、板材ガイド部材３７ｄは、すべてのガイド部材取付部材３７の円周方向の両
側の８か所に配されているが、一か所以外は、符号３７ａ、符号３７ｂ、符号３７ｃ、符
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号３７ｄの記載は省略されている。縦型植物栽培機構３における板材ガイド部材３７ａ、
板材ガイド部材３７ｂ、板材ガイド部材３７ｃ、板材ガイド部材３７ｄの作用は、上述し
た第１実施形態におけると同様であるので説明を省略する。
【０１６３】
　さらに、縦型植物栽培機構３は、第２載置器保持部材３０５の裏面側に流路立上壁保持
部材を備えるようにしてもよい。縦型植物栽培機構３ではガイド部材取付部材３７を流路
立上壁保持部材として機能させるようにしている。ガイド部材取付部材（流路立上壁保持
部材）３７は、流路を形成する流路立上壁３３３を縦方向に複数個配する。複数個の流路
の各々は、養液が流れ出す開放端Ｐ２，開放端Ｐ３を第２載置器保持部材３０５に近接し
て配する。また、養液が第２載置器保持部材３０５の裏面に注ぐように、流路は、開放端
Ｐ２，開放端Ｐ３からの離間距離が大きい程高い位置に配される。
【０１６４】
　ここで、開放端Ｐ２から流れ出す養液は図２１（Ａ）に示すように左側の植物載置器２
０で栽培される植物に供給され、開放端Ｐ３から流れ出す養液は図２１（Ａ）に示すよう
に右側の植物載置器２０で栽培される植物に供給される。
【０１６５】
　さらに、第２載置器保持部材３０５には、流路の開放端Ｐ２，開放端Ｐ３の垂線上に配
され開放端Ｐ２，開放端Ｐ３から流れ出す養液を受けて第２貫通孔（図示せず、図４の第
２貫通孔３２１を参照）の中心線方向に流すように傾斜する養液受部材３２２１を配する
ようにしてもよい。なお、図示はしないが、複数個（図２１（Ａ）では４個）の円弧状の
板材に替えて複数個の平板を用いるようにして、流路立上壁３３３および養液受部材３２
２１の形状を平板に合せて直方体に替えるようにしてもよい、
【０１６６】
　図２１（Ｂ）に示す第３実施形態の別の縦型植物栽培機構４の平面図に沿って以下説明
をする。縦型植物栽培機構４は、ガイド部材の形態が縦型植物栽培機構３と異なる。ガイ
ド部材の形態の異なりに応じて、縦型植物栽培機構４の流路立上壁３３４の形状と縦型植
物栽培機構３の流路立上壁３３３の形状とは、若干異なっている。縦型植物栽培機構４と
縦型植物栽培機構３の異なる点を中心に以下説明をし、同様の点の説明は省略する。
【０１６７】
　縦型植物栽培機構４は、植物載置器２０の受光部２１の側を貫通保持するための複数個
の第１貫通孔（図示せず、図４の第１貫通孔３１１を参照）を縦方向直線上に配置する板
状の第１載置器保持部材３０４と、植物載置器２０の受液部２２の側を貫通保持するため
の複数個の第２貫通孔（図示せず、図４の第２貫通孔３２１を参照）を縦方向直線上に配
置する板状の第２載置器保持部材３０５と、第１載置器保持部材３０４と第２載置器保持
部材３０５との離間距離を一定距離に保ちながら第１載置器保持部材３０４または第２載
置器保持部材３０５の一方を他方に対して縦方向に相対的に移動させ、複数個の植物載置
器２０の各々と第１載置器保持部材３０４の表面とのなす各々の角度を同時に変化させる
ために第１載置器保持部材３０４または第２載置器保持部材３０５の少なくとも一方を遊
嵌する板材ガイド部材３７ｉ、板材ガイド部材３７ｊおよび板材ガイド部材３７ｋと、を
備える。板材ガイド部材３７ｉおよび板材ガイド部材３７ｋは第１載置器保持部材３０４
の裏面に固着され、板材ガイド部材３７ｊは第２載置器保持部材３０５の表面に固着され
る。なお、図示はしないが、板材ガイド部材３７ｉおよび板材ガイド部材３７ｋを第２載
置器保持部材３０５の表面に固着し、板材ガイド部材３７ｊを第１載置器保持部材３０４
の裏面に固着しても同様に作用する。
【０１６８】
　板材ガイド部材３７ｉおよび板材ガイド部材３７ｋは、相互に平行して縦方向に延伸し
、板材ガイド部材３７ｊは、板材ガイド部材３７ｉと板材ガイド部材３７ｋとに遊嵌する
。また、板材ガイド部材３７ｉ、板材ガイド部材３７ｋおよび板材ガイド部材３７ｊの横
幅は、中心点を同一とする同心円の円筒である第１載置器保持部材３０４と第２載置器保
持部材３０５との離間距離よりも若干短くされる。よって、第１載置器保持部材３０４と
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第２載置器保持部材３０５とは、所定の離間距離を保ちながら、相互の縦方向の相対位置
を変化させることができる。
【０１６９】
　縦型植物栽培機構４における板材ガイド部材３７ｉ、板材ガイド部材３７ｊ、板材ガイ
ド部材３７ｋの作用について説明をする。第１載置器保持部材３０４の裏面と第２載置器
保持部材３０５の表面との間に板材ガイド部材３７ｉ、板材ガイド部材３７ｊ、板材ガイ
ド部材３７ｋは配置されるので、第１載置器保持部材３０４および第２載置器保持部材３
０５の板面は端部がない円筒形状とすることができ養液が漏れることが原理的にない。こ
の点、縦型植物栽培機構３では、ガイド部材取付部材３７によって、第１載置器保持部材
３０４および第２載置器保持部材３０５の板面は４枚に分割されているので８か所の端部
があり、養液の密閉度は原理的に縦型植物栽培機構４には及ばない。
【０１７０】
　ここで、縦型植物栽培機構３、縦型植物栽培機構４の板状の第２載置器保持部材３０５
には複数個の第２貫通孔が配置され、板状の第１載置器保持部材３０４には複数個の第１
貫通孔が配置されているので、第１貫通孔および第２貫通孔と植物載置器２０との隙間か
ら養液が漏れ出す可能性について説明をする。第１貫通孔と第２貫通孔とを貫通する植物
載置器２０の傾きは第１載置器保持部材３０４に対して、通常は９０°以下である。かつ
、通常は植物載置器２０の筒形状はテーパー形状をしており、植物載置器２０が第１貫通
孔に接する部分の縦方向の高さは、植物載置器２０が第２貫通孔に接する部分の縦方向の
高さよりも高い位置に在る。よって、第２載置器保持部材３０５の内部の養液が、植物載
置器２０を介して第１載置器保持部材３０４の外部に漏れ出すことはあり得ない。上述し
た種々の実施形態の他の形状の植物載置器を用いる場合にも同様に第２載置器保持部材３
０５の内部の養液が、植物載置器を介して第１載置器保持部材３０４の外部に漏れ出すこ
とはあり得ない。
【０１７１】
　さらに、縦型植物栽培機構４は、第２載置器保持部材３０５の裏面側を流路立上壁保持
部材として用いるようにしてもよい。第２載置器保持部材（流路立上壁保持部材）３０５
の裏面は流路を形成する流路立上壁３３４を縦方向に複数個配する。複数個の流路の各々
は、養液が流れ出す開放端Ｐ２，開放端Ｐ３を第２載置器保持部材３０５に近接して配す
る。養液が第２載置器保持部材３０５の裏面に注ぐように、流路は、開放端Ｐ２，開放端
Ｐ３からの離間距離が大きい程高い位置に配される。
【０１７２】
　さらに、縦型植物栽培機構４の第２載置器保持部材３０５の裏面に流路の開放端Ｐ２，
開放端Ｐ３の垂線上に配され開放端Ｐ２，開放端Ｐ３から流れ出す養液を受けて第２貫通
孔（図示せず、図４の第２貫通孔３２１を参照）の中心線方向に流すように傾斜する養液
受部材３２２１を配するようにしてもよい。
【０１７３】
　図２１に示す第３実施形態の縦型植物栽培機構３および縦型植物栽培機構４のいずれも
、縦方向一列だけではなく、複数列に配置された植物載置器２０について、植物載置器２
０の第１載置器保持部材３０４の表面に対する取付角度を変更可能であるので効率的であ
る。例えば、縦方向一列の植物載置器２０の個数が９、列の数が４である場合には、３６
個の植物載置器２０の取付角度を変更できる。ここで、図２１（Ａ）に示す縦型植物栽培
機構３においては、各々の列毎に９個の植物載置器２０の取付角度を同時に変更できるの
に対して、図２１（Ｂ）に示す縦型植物栽培機構４においては、３６個の植物載置器２０
の取付角度を同時に変更できる。
【０１７４】
　図２１に示す第３実施形態の縦型植物栽培機構３および縦型植物栽培機構４の変形例と
して、植物載置器２０に替えて、上述した、植物載置器２０１、植物載置器２０２、植物
載置器２０２１、植物載置器２０３を用いる実施形態も実施可能である。
【０１７５】
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　上述した第１実施形態ないし第３実施形態の各構成部およびそれらの変形例の実施形態
の構成部の全部または構成部の一部を、他の一以上の実施形態の全部または一部と組み合
わせた実施形態も実施可能であり、本願に記載の実施形態に含まれる。
【符号の説明】
【０１７６】
　１、２、３、４　縦型植物栽培機構
１０　光源
２０、２０１、２０２、２０２１、２０３　植物載置器
２１、２１３　受光部
２２、２１４　受液部
３１、３０１、３０４　第１載置器保持部材
３２、３０２、３０５　第２載置器保持部材
３３、３３３、３３４　流路立上壁
３４　流路立上壁保持部材（筐体）
３３１　流路立上壁保持部材
３５　養液循環ポンプ
３６　養液循環パイプ
３７　ガイド部材取付部材
３７ａ、３７ｂ、３７ｃ、３７ｄ、３７ｅ、３７ｆ、３７ｉ、３７ｊ、３７ｋ　板材ガイ
ド部材
４０　基台
４１　載置器保持部材固定具
４２　養液受皿
４３　流路立上壁保持部材固定具
５０　スポンジ
５２　養液供給ロープ
５３　ロープ取付金具
６０　モータ
６１　ピニオン・ギア
６２　ラック・ギア
２２３　被保持部材
２２４　不織布
３１１、３１０１　第１貫通孔
３２１、３２０１　第２貫通孔
３２２、３２２１　養液受部材
３４１　筐体
Ｌ１、Ｌ２　所定距離
Ｐ１　点（最高点、分水嶺）
Ｐ２、Ｐ３　(流路の)開放端
θ１、θ２、θ３、θ４、θ５、θ６　角度
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】

【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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